
 

 

 

 

専決第１号 

 

 

 

  茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則制定の専決について 

 

 

 上記規則については，教育委員会の会議を招集する暇がなかったため，茨城県教育委員

会事務専決規定（昭和 46 年茨城県教育委員会訓令第５号）第２条第１項の規定に基づき，

令和２年３月 25日付けで別紙のとおり専決しましたので，同条第２項の規定に基づき，報

告します。 

 このことについて，承認願います。 

 

 

   令和２年４月 24日提出 

 

 

 

茨城県教育委員会教育長  小泉 元伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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別紙 
 
茨城県教育委員会規則第５号 
 
 茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則を次のように定める。 
 
   令和２年３月 31 日 
 

茨城県教育委員会教育長  柴 原 宏 一 
 

茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則 
（趣旨） 

第１条 この規則は，茨城県県立学校の教育職員（公立の義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置法（昭和 46 年法律第 77 号。以下「法」という。）第２条第２項

に規定する教育職員をいう。以下同じ。）が正規の勤務時間（義務教育諸学校等の教育職

員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和 46 年茨城県条例第 55 号）第７条第１

項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。）及びそれ以外の時間において行う業務

の量の適切な管理を行うことにより，教育職員の健康及び福祉の確保を図り，もって学

校教育の水準の維持向上に資するために必要な事項を定めるものとする。 
（業務量の適切な管理） 

第２条 茨城県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，教育委員会の所管に属する

学校の教育職員が業務を行う時間（公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教

育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ず

べき措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第１号）に規定する在校等時間をいう。

以下同じ。）から所定の勤務時間（法第６条第３項各号に掲げる日（勤務を命じた日（職

員の休日及び休暇に関する条例(昭和 29 年茨城県条例第 43 号）第２条第３項に規定する

勤務を命じた日をいう。)を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）

を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため，教育職員の業務量の

適切な管理を行う。 
(1) １箇月について 45 時間 
(2) １年について 360 時間 

２ 教育委員会は，教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅

な増加等に伴い，一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合

には，前項の規定にかかわらず，教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除い

た時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため，教育職員の業務量

の適切な管理を行う。 
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(1) １箇月について 100 時間未満 
(2) １年について 720 時間 
(3) １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月，２箇月，３箇月，４箇月

及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において１箇月当たりの平均時間について

80 時間 
(4) １年のうち１箇月において所定の勤務時間以外の時間において 45 時間を超えて業務

を行う月数について６箇月 
３ 前２項に定めるもののほか，教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び

福祉の確保を図るために必要な事項については，教育委員会が別に定める。 
付 則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 
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【令和元年１２月１１日公布】 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特
別措置法（給特法）の一部を改正する法律 

【令和２年１月１７日告示】 

公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育
職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及
び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針 

第７条に基づき，文部科学大臣は指針を定める。 

１ 教育職員の服務を監督する教育
委員会が講ずべき措置 

２ 都道府県等が講ずべき措置 

・国指針を参考にしながら，その所管に属する学校の教
育職員の在校等時間の上限に関する方針（「上限方
針」）を教育委員会規則等で定める。 
→（対応）令和２年４月１日施行（教育委員会規則） 

・都道府県においては，上限方針の実効性を高めるため，
条例等の整備その他必要な措置を講ずるものとする。 
→（対応）当面は，条例という形はとらず，校長会等で
周知し，上限等の実効性を確保する。 

【 経 緯 】 

教員の働き方改革について 

 

 

     上限等の方針【概要】 

１ 趣旨 

  県立学校の教育職員の在校等時間の上限等の 
 方針を定める。 
 
２ 対象 
  県立学校の教育職員 
 
３ 勤務時間管理の対象 
  在校等時間 
 
４ 上限時間 
 １か月の在校等時間 … 超過勤務45時間以内 
 １年間の在校等時間 … 超過勤務360時間以内 
                     等 
 
 
 

【上限等の方針】 

１ 教員の時間外勤務時間の上限方針 
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③ 
第１号議案  

 

令和２年度茨城県一般会計補正予算案に対する意見について 

 

 

 令和２年４月茨城県議会臨時会に提出するため，上記議案（別紙）について，地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき，

知事から意見を求められたのでこれに同意する。  

 

 

令和２年４月24日提出 

 

 

茨城県教育委員会教育長  小泉 元伸    

 

 

 

（提案理由） 

  令和２年度の教育に関する予算について，令和２年度茨城県一般会計予算を補正し

ようとするものである。 
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１　今回補正予算額（教育庁分）

　　　　　（単位：千円）

現計予算額 ① 今回補正額 ② 補正後予算　①＋②

255,752,221 518,985 256,271,206

２　課別予算額一覧
　　　　　（単位：千円）

＊県民生活環境部（スポーツ推進課）移管分は除く

256,271,206518,985255,752,221

2,607,975

3,3343,334

1,400,9111,400,911

3,245 1,855,520

1,796,675170,5811,626,094

3,040,609182,6102,857,999

212,399,786 212,399,786

2,326,6882,326,688

355,033 355,033

高 校 教 育 課

特別支援教育課

保 健 体 育 課

教 育 庁 計

2,445,426 162,549

1,852,275

財 務 課

生 涯 学 習 課

福 利 厚 生 課

文 化 課

高 校 教 育 改 革 ・
中 高 一 貫 校
開 設 チ ー ム

義 務 教 育 課

令和２年度茨城県一般会計補正予算　概要

課　　　　名 現計予算額　① 今回補正額　② 補正後予算額　①＋②

総 務 課 30,484,67530,484,675
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          （単位：千円） 

 

事 業 名 

 

 

少人数教育充実プラン推進費（義務教育課） 

 

Ｒ２年度４月 
補正予算額 

182,610 
【事業内容】 

  臨時休業中に授業ができなかった未指導分の補習等を実施す

るため，非常勤講師の配置に必要な経費を拡充する。 

 

１ 楽しく学ぶ学級づくり事業費（小学校） 

   小学校全学年で，少人数学級やティーム・ティーチングによ

るきめ細やかな指導ができるよう，学級編制の弾力化等を実施

し，基礎学力の定着・向上を図る。 

  ＜１・２年生＞ 

  ・全学級 35人以下学級 

  ＜３～６年生＞ 

  ・35 人超３学級以上：１学級増設し担任教諭１名を配置 

  ・35 人超１・２学級：各学級に非常勤講師１名を配置 

   ※29H×5 週＝145H を拡充（夏休みなどの長期休業を想定） 

   ※小学校分の補正額：100,322 千円（報酬・旅費・共済費） 

 

２ 中学校生活充実支援事業費（中学校） 

   学力向上及びいじめ等の問題行動や不登校など，生徒指導に

おけるきめ細やかな指導ができるよう，中学校全学年で学級編

制の弾力化等を実施し，少人数学級やティーム・ティーチング

によるきめ細やかな指導を行う。 

  ・35 人超３学級以上：１学級数増設し担任教諭１名及び 

             非常勤講師１名を配置 

  ・35 人超１・２学級：各学級に非常勤講師１名を配置 

   ※20H×5 週＝100H を拡充（夏休みなどの長期休業を想定） 

   ※中学校分の補正額：82,288 千円（報酬・旅費・共済費） 

 

 

 
新 規・継 続 

 
継 続 

 
国 補・県 単 

 

 

 

 

 
国 補 
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          （単位：千円） 

 
事 業 名 

 

 
県立学校先端技術活用教育推進事業費（高校教育課） 
特別支援学校教育情報化推進事業費 （特別支援教育課） 

 

Ｒ２年度４月 
補正予算額 

（高校）162,549 

（特教）170,581 

計  333,130  

【事業内容】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置として学

校を臨時休業している中，児童生徒の自宅における学習環境の整

備が課題となっており，今回のような緊急事態に対応可能な遠隔

教育などの環境整備を進めていくことが急務となっている。 
学校の臨時休業等の緊急時にも対応できるよう，１人１台端末

の早期実現や，家庭における通信環境の整備を支援し，子供たち

の学びを確保する。 
 
１ １人１台端末の早期実現 

ＩＣＴ端末整備の前倒しにより，中高一貫教育校及び特別支援 
学校の義務教育段階における児童生徒１人１台端末の早期実現

を図る。 
 
＜ＩＣＴ端末整備計画＞ 

①中高一貫教育校            （単位：台） 
開設年度 

（学校数） 

端末調達年度 
合計 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

既設（３校）  360 360 360  1,080 

Ｒ２（５校） 200 200 200   600 

Ｒ３（３校）  280 280 280  840 

Ｒ４（２校）   80 80 80 240 

合  計 200 840 920 720 80 2,760 

 
  ②特別支援学校             （単位：台） 

区 分 

（生徒数） 

端末調達年度 
合計 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

小学部（1,493人） 506 495 492  1,493 

中学部（ 989人） 80 258 337 314 989 

合 計（2,482人） 586 753 829 314 2,482 

   

２ 通信環境の整備支援 

経済的な事情によりネットワーク環境が整っていない家庭に 
対し，モバイルルータを貸与する。 
 

３ 遠隔学習環境の整備 

授業動画配信等に使用するカメラ，マイク等を整備する。 
 
４ 障害のある児童生徒のための入出力装置整備（特別支援学校） 

  視覚や聴覚，身体等に障害のある児童生徒が，端末の使用にあ 
たって必要となる障害に対応した入出力支援装置（音声読み上げ 
アプリ，視線入力装置等）を整備する。 

 
新 規・継 続 
 

 
継 続 

 
 
国 補・県 単 
 

 

 
国 補 

 

R2 前倒し整備 

4



 

（単位：千円） 

 
事 業 名 

 

 
学校給食臨時休業対策事業費（保健体育課） 

 
 
Ｒ２年度４月 
補正予算額 

 
3,245 

 

【事業内容】 

  県立学校の臨時休業に伴う学校給食の休止により，本来保護者

が負担することとなる学校給食費等に相当する経費について，保

護者に返還等を行うことにより，保護者の負担軽減を図る。 

 

○補助対象経費 

  ・学校がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費

及びその処分に要した経費（ただし，学校が当該食材を転売

できた場合，その売上金額分は除くものとする） 

 ・その他返金等に要する経費（保護者に返金する際の銀行振込

手数料等） 

 
新 規・継 続 

 
新 規 

 
国 補・県 単 
 

 
県 単 
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④ 
第２号議案 

 

 

令和２年度茨城県教科用図書選定審議会に対する諮問事項について 

 

 

  県及び市町村の教育委員会等が，令和３年度に使用する中学校の教科用図書並びに特別支援

学校の小・中学部及び小・中学校等の特別支援学級において使用する教科用図書のうち学校教

育法（昭和 22 年法律第 26 号）附則第９条に基づき使用する教科用図書の採択を行うに当たり，

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38 年法律第 182 号）第 11 条第１

項及び第 13 条第２項の規定により，下記事項について意見を求める。 

 

記 

 

１  県立特別支援学校の小・中学部，県立中学校及び県立中等教育学校（前期課程）において，

令和３年度に使用する教科用図書の採択に関する事務の次の事項については，どのようにし

たらよいか。 

  (1) 採択のための一般的指針 

  (2) 採択に関する資料 

 

２ 市町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除く。）の校長が行う，

令和３年度に使用する教科用図書の採択に関する事務の次の事項については，どのような指

導，助言又は援助をしたらよいか。 

 (1) 採択のための一般的指針 

  (2) 採択に関する資料 

 (3) 市町村の教育委員会が協議して採択する場合の方法 

 

      令和２年４月 24 日提出 

茨城県教育委員会教育長  小泉 元伸   

 

（提案理由） 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 11 条第１項及び第 13 条第２項の規

定により，諮問しようとするものである。 
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第３号議案 

 

茨城県奨学資金貸与条例施行規則等の一部を改正する規則 

 

 （茨城県奨学資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第１条 茨城県奨学資金貸与条例施行規則（昭和3 8年茨城県教育委員会規則第９号）の一部を

次のように改正する。 

  第４条第２項中「規定による」を「規定により」に改める。 

  第４条第３項中「誓約書（様式第６号）」を「奨学資金貸与契約書（様式第６号。入学一

時金の貸与を受けるときは様式第６号の２）を速やかに」に改める。 

  第４条に次の１項を加える。 

  ４ 前項において，奨学生が民法（明治2 9年法律第8 9号）第1 3条に規定する制限行為能力

者であるときは，法定代理人の同意書（様式第６号の３）を併せて提出するものとする。 

  第1 3条中「納付する」を「納付することをもって行う」に改める。 

  様式第２号を次のように改める。 

 

様式第２号（第３条関係） 

 

（表） 

予約採用 

茨城県教育委員会 
 

奨  学  生  願  書 

ふりがな 
年  月  日生 

 
（満   歳） 

奨学金（月額貸与）の 
貸与希望期間 

入学一時金の 
貸与希望の有無 

氏  名 
年  月から 
年  月まで 
年  月間 

※  
有・無 

学 
 

校 
 
名 

            学校 第   学年 

進 
学 
希 
望 
先 

※ 
 

  大学・専修学校（専門課程） 

本 
 
人 

現住所 

家族現住所  茨城県 

家 
 

計 
 

内 
 

容 

給与収入金額 ※営業等・農業・不動産・利子・配当     所得金額 
 円      円 

合計               円 合計                            円 

家 
 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤務先 役職名 年 収 父又は母死亡のときは，その 
  
   年  月  日（  歳） 父  歳    円 

⑤ 
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族 
 
 
 

の 
 
 
 

状 
 
 
 

況 

母       就 学 者 の 
 

在学学校名 
学年 

現在までの 
県奨学資金 
貸与の有無 本人       

          

           有 無 

           有 無 

           有 無 

合計（  人）         

家
族
経
済
状
況
及
び
奨
学
資
金
希
望
理
由 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（裏） 

本
人
の
履
歴 

年   月       中学校卒業 年   月 

年   月 年   月 

年   月 年   月 

 
以上のとおり記載に相違ありません。 

   奨学生として採用の上，奨学資金を貸与されるようお願いいたします。 
  なお，採用の上は，茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，奨学生と

しての責務を果たすことはもとより，奨学資金の返還その他の義務についても，両名連帯の責任を負う

ことを誓約いたします。 
       年  月  日 
 

ふりがな 
                     本   人 氏  名 
                           ふりがな 
                           氏  名 
                           現 住 所 
                           生年月日    年  月  日 
                           続  柄  本人の（    ） 
 
 茨城県教育委員会教育長 殿 

（記入上の注意） 

 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 

２ 奨学金の貸与希望期間は，入学一時金の貸与だけを希望する者については記入不要であること。 

３ 入学一時金貸与の出願者資格は，月額貸与とは異なるので留意すること。 
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４ 家計内容は，家族全員の収入をできるだけ詳細にありのまま記入し，父及び母又はこれに代わって 

家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 

５ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 

６ 家族経済状況及び奨学資金希望理由は，具体的かつ詳細に記入のこと。 

７ 本人の履歴は，必要に応じて適宜修正し，入学，卒業のほか，休学，転学，退学，身分の異動等も 

理由を付して漏れなく記入のこと。 

８ 連帯保証人は，独立の生計を営む父母兄姉又はこれに代わる者（本人が未成年者であるときは，親 

権者又は未成年後見人）で，将来奨学資金返還の責任を負いうる者であること。 

   なお，出願の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは更に別の保証人１人を 

要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

９ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 

 

  様式第３号を次のように改める。 
 

様式第３号（第３条関係） 

（表） 

希望する貸与額区分 

※自宅通学・自宅外通学 
 

在学採用 

茨城県教育委員会 

 

奨  学  生  願  書 

ふりがな 
年  月  日生 

 
（満   歳） 

奨学金（月額貸与）の 
貸与希望期間 

入学一時金の 
貸与希望の有無 

氏  名 
年  月から 
年  月まで 
年  月間 

※  
有・無 

学 
 

校 
 
名 

           大学        学部 
                                科    第   学年 
           学校        課程 

所在地 
本 
 
人 

現住所 

家族現住所  茨城県 

家 
 

計 
 

内 
 

容 

給与収入金額 ※営業等・農業・不動産・利子・配当     所得金額 
 円      円 

合計               円 合計                            円 

家 
 

 
族 
 
 

の 
 
 

状 
 
 

況 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤務先 役職名 年 収 父又は母死亡のときは，その 
  
   年  月  日（  歳） 父  歳    円 

母       就 学 者 の 
 

在学学校名 
学年 

現在までの 
県奨学資金 
貸与の有無 本人       

         ※有 無 

           有 無 

           有 無 
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           有 無 

合計（  人）         
 

（裏） 

本
人
の
履
歴 

年   月       中学校卒業 年   月 

年   月 年   月 

年   月 年   月 

年   月 年   月 

年   月 年   月 

年   月 年   月 

 
以上のとおり記載に相違ありません。 

   奨学生として採用の上，奨学資金を貸与されるようお願いいたします。 
  なお，採用の上は，茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，奨学生と

しての責務を果たすことはもとより，奨学資金の返還その他の義務についても，両名連帯の責任を負う

ことを誓約いたします。 
       年  月  日 
 

ふりがな 
                     本   人 氏  名 
                           ふりがな 
                           氏  名 
                           現 住 所 
                           生年月日    年  月  日 
                           続  柄  本人の（    ） 
 
 茨城県教育委員会教育長 殿 

（記入上の注意） 

 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 

２ 奨学金の貸与希望期間は，入学一時金の貸与だけを希望する者については記入不要であること。 

３ 入学一時金貸与の出願者資格は，月額貸与とは異なるので留意すること。 

４ 家計内容は，家族全員の収入をできるだけ詳細にありのまま記入し，父及び母又はこれに代わって 

家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 

５ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 

６ 家族経済状況及び奨学資金希望理由は，具体的かつ詳細に記入のこと。 

７ 本人の履歴は，必要に応じて適宜修正し，入学，卒業のほか，休学，転学，退学，身分の異動等も 

理由を付して漏れなく記入のこと。 

８ 連帯保証人は，独立の生計を営む父母兄姉又はこれに代わる者（本人が未成年者であるときは，親 

権者又は未成年後見人）で，将来奨学資金返還の責任を負いうる者であること。 

   なお，出願の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは更に別の保証人１人を 

要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

９ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 

 

様式第４号中 
 

大学 
学校 

大学 
学校 

 （平成  年  月卒業予定）   （    年  月卒業予定） 

「 

を 

」 

「 

」 
に改める。 
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  様式第６号を次のように改める。 

 
様式第６号（第４条関係） 

 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 
 
 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者          
（以下「乙」という。）とは，茨城県奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸与について，

次の条項により貸与契約を締結する。 
 
第１条 甲は，乙に対し    年度から    年度まで，奨学資金を貸与する。 
第２条 奨学資金の額は，年額金      円とする。 
第３条 奨学資金は，年４回に分けて，  月，  月，  月及び  月に交付するものと 

する。ただし，初年度の貸与ほか特別の事情がある場合は，この限りでない。 
第４条 乙は，奨学資金の貸与終了月の６月後から10年以内に，半年賦又は年賦により，甲に

奨学資金を返還しなければならない。 

第５条 乙は，奨学資金の貸与終了後，直ちに茨城県奨学資金貸与条例施行規則（昭和38年茨

城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める奨学資金借用証書及び奨学資

金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲に提出しなければならない。 

第６条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該返還計

画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）に定める

納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」という。）を乙に

発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資金を返還するときは，甲は別

に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知するものとする。 

第７条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨

城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うものとする。 

第８条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第６条の口座振替日（以下「返還すべき日」

という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌日から６

月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利息を支払うもの

とする。 
第９条 乙は，茨城県奨学資金貸与条例（昭和38年茨城県条例第18号。以下「条例」という。）

及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たすとともに，貸与終了後は

誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第10条           （以下「丙」という。）は，この契約から生ずる債務について

連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第11条           （以下「丁」という。）は，保証人となり，この契約から生ず

る債務を保証するものとする。 

第12条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示をする 

ことができる。 
 



6 
 

第13条 乙，丙及び丁は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に必 

要な手続をとるものとする。 

第14条 乙，丙及び丁は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必要な

範囲内において，乙，丙及び丁の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情報を甲が利

用することに同意する。 

第15条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定めるとこ 

ろによるものとする。 
 
 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙丁記名押印の上，甲，乙各１通を保有す

る。 
     年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長        印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

                     本人との関係 

 

丁 保 証 人 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

本人との関係 

 

  様式第６号の２を次のように定める。 

 
様式第６号の２（第４条関係） 

 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 
 
 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者          
（以下「乙」という。）とは，茨城県奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸与について，

次の条項により貸与契約を締結する。 
 
第１条 甲は，乙に対し    年度の入学一時金として奨学資金を貸与する。 
第２条 奨学資金の額は，金       円とする。 
第３条 奨学資金は，    年  月に交付するものとする。ただし，特別の事情がある場

合は，この限りでない。 
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第４条 乙は，奨学資金の貸与に係る大学又は専修学校（専門課程）（以下「大学等」という。）

における正規の修業期間の終了する月の６月後から10年以内に，年賦により，甲に奨学資金

を返還しなければならない。 

第５条 乙は，大学等における正規の修業期間の終了後，直ちに茨城県奨学資金貸与条例施行

規則（昭和38年茨城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める奨学資金借

用証書及び奨学資金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲に提出しなければなら

ない。 

第６条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該返還計

画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）に定める

納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」という。）を乙に

発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資金を返還するときは，甲は別

に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知するものとする。 

第７条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨

城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うものとする。 

第８条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第７条の口座振替日（以下「返還すべき日」

という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌日から６

月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利息を支払うもの

とする。 
第９条 第７条及び第８条の規定に関わらず，乙が茨城県奨学資金貸与条例（昭和38年茨城県

条例第18号。以下「条例」という。）第11条第２項の規定に該当するときは，甲は規則に定

めるところにより，奨学資金の全部又は一部の返還を免除する。 

第10条 乙は，条例及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たすととも

に，貸与終了後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第11条           （以下「丙」という。）は，この契約から生ずる債務について

連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第12条           （以下「丁」という。）は，保証人となり，この契約から生ず

る債務を保証するものとする。 

第13条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示をする 

ことができる。 
第14条 乙，丙及び丁は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に必 

要な手続をとるものとする。 

第15条 乙，丙及び丁は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必要な

範囲内において，乙，丙及び丁の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情報を甲が利

用することに同意する。 

第16条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定めるとこ 

ろによるものとする。 
 
 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙丁記名押印の上，甲，乙各１通を保有す

る。 
     年  月  日 
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甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長        印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

                     本人との関係 

 

丁 保 証 人 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

本人との関係 

   

様式第６号の３を次のように定める。 
 

様式第６号の３（第４条関係） 

 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の奨学資金貸与

契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締結に同意いた

します。 

記 
 
契約の名称 奨学資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   

 
【奨学金（月額貸与）】 

貸与期間     年度から    年度まで 
貸与金額 年額        円 

 
【入学一時金】 
 貸与年度 

  貸与金額           円 
 

年  月  日 
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法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日 

                         電話番号 

 

法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日 

                         電話番号 

 

 茨城県教育委員会教育長 殿 

 

様式第12号を次のように改める。 

 

様式第12号（第12条関係） 
 
           奨 学 資 金 借 用 証 書 
 
 

金額 
 百 十 万 千 百 十 円 

 
  茨城県奨学生として上記の金額を借用いたしました。 

  ついては，茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，別記奨学資金返還計

画書のとおり滞りなく返還いたします。 

 

        年  月  日 

 

                            ふりがな 

                      本   人 氏  名              ○印  
 
                            住  所 

 

                            ふりがな 

                      連帯保証人 氏  名              ○印  
 
                            住  所 

 

                            ふりがな 

                      保 証 人 氏  名              ○印  
 
                            住  所 

 

   茨城県教育委員会教育長 殿 
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特約事項 

  （一時償還） 

 第１条 奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」という。）は，茨城県教育委員会教育長（以下「甲」と  

いう。）が，次の各号の一に該当すると認め，一時償還の請求をした場合には，償還期限（半年賦又は 

年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であつても，直ちに債務の全務又は一部を弁済する。 

(1) 乙が奨学資金の貸与を受けるに際し，又はその貸与を受けた後当該奨学資金の全額を返還するま 

での間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意に必要な事実の報告を怠っ 

たとき。 

(2) 乙が茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に基づく義務の履行を怠った 

とき。 

(3) 前各号のほか，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

（弁済の充当） 

第２条 乙並びに乙の連帯保証人及び保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 

第３条 乙並びに乙の連帯保証人及び保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在 

地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 

 

 （注意事項） 

１ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭首には￥を付すこと。 

  ２ 本人，連帯保証人及び保証人は，それぞれ署名の上，押印すること。 

  ３ 連帯保証人及び保証人の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付すること。 

 

  様式第13号中 
 

 ★返還者コード  

Ｄ          

フリガナ  学 校 名 生 年 月 日 性別 

氏名 
  年 月 日 ※男 

女 

 

返還者コード 
（記入しないこと。）  Ｄ          

フリガナ  学 校 名 生 年 月 日 

氏名 
  年 月 日 

 

「（記載上の注意）※印のところは，必要文字を○で囲むこと。★印のところは記入しないこと。」を「（記

入上の注意）※印のところは，該当するものを○で囲むこと。」に改める。 

「 

」 

を 

「 

」 

に， 



11 
 

 

（茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第２条 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則（平成14年茨城県教育委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

  ２ 前項において，奨学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する制限行為能力 

者であるときは，法定代理人の同意書（様式第４号の２）を併せて提出するものとする。 

  第11条中「納付する」を「納付することをもって行う」に改める。 

  様式第１号中 
 

ふりがな 性   別 

 

（   年  月  日生） 
男 ・ 女 

 

ふりがな 生 年 月 日 

 
年 月 日 

 

様式第４号を次のように改める。 

 
様式第４号（第６条関係） 

 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 
 
 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者          
（以下「乙」という。）とは，茨城県高等学校等奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸

与について，次の条項により貸与契約を締結する。 
 
第１条 甲は，乙に対し奨学資金として年額      円を貸与するものとする。 
第２条 奨学資金は，年３回に分けて，  月，  月及び  月に交付するものとする。た

だし，特別の事情がある場合は，この限りでない。 
第３条 乙は，奨学資金の貸与終了月の６月後から20年以内に，半年賦又は年賦により，甲に

奨学資金を返還しなければならない。 

第４条 乙は，奨学資金の貸与終了後，直ちに茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則 

（平成14年茨城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める奨学資金借用証

書及び奨学資金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲に提出しなければならない。 

第５条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該返還計

画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）に定める

納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」という。）を乙に

発するものとする。ただし，乙が次条の口座振替の方法により奨学資金を返還するときは，

甲は別に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知するものとする。 

「 

」 

を 

「 

」 

に改める。 
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第６条 奨学資金の返還は，前条の規定により甲が発する納入通知書等又は口座振替の方法に

より茨城県指定金融機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に

納付して行うものとする。 

第７条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第６条の口座振替日（以下「返還すべき日」

という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌日から６

月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利息を支払うもの

とする。 
第８条 乙は，茨城県高等学校等奨学資金貸与条例（平成14年茨城県条例第33号。以下「条例」

という。）及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たすとともに，貸

与終了後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第９条         及び        （以下「丙」という。）は，この契約から生

ずる債務について連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第10条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示をする 

ことができる。 
第11条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に必要な

手続をとるものとする。 

第12条 乙及び丙は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必要な範囲

内において，乙及び丙に関する地方税の賦課徴収に関する情報及び賦課徴収に関して茨城県

が保有する情報を甲が利用することに同意する。 

第13条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定めるとこ 

ろによるものとする。 
 
 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印の上，甲，乙各１通を保有する。 
     年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長        印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

                     本人との関係 

 

丙 連帯保証人 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

本人との関係 
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  様式第４号の２を次のように定める。 
 
様式第４号の２（第６条関係） 

 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の奨学資金貸与

契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締結に同意いた

します。 

記 
 
契約の名称 奨学資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   

貸 与 期 間     年度 

貸 与 金 額 年額        円 
 

年  月  日 

法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日     年  月  日 

                         電話番号 

 

法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日     年  月  日 

                         電話番号 

 

 茨城県教育委員会教育長 殿 

 

  様式第13号を次のように改める。 

 
様式第13号（第10条関係） 

 
 
 

奨学資金借用証書 
 
 

 Ｋ         

学 校 長 印 原簿と対照印

 学校 
係員 

 
金 額 

 百 十 万 千 百 十 円 
県 
係員 
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茨城県高等学校等奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
ついては，茨城県高等学校等奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，別記奨学 

資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
年  月  日 

 
                        ふりがな 
                 本   人  氏  名            ○印  
 
                        住  所 
 

私どもは，奨学生に上記のとおり履行させるとともに，万一奨学生が履行しないときは，その債務を 
連帯して負担することを保証します。 
 
                        ふりがな 

連帯保証人  氏  名            ○印  
 
                        住  所 
 

ふりがな 
                 連帯保証人  氏  名            ○印  
 
                        住  所 
 

茨城県教育委員会教育長 殿 
 
 

特約事項 

  （一時償還） 
第１条 茨城県教育委員会教育長（以下「甲」という。）は，奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」と 

 いう。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，一時償還の請求をするのとする。この場合 

において，乙は償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であっても，直ち 

に債務の全部又は一部を弁済しなければならない。 

(1) 乙が奨学資金の貸与を受ける際，又はその貸与を受けた後等が当該奨学資金の全額を返済するまで 

の間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意に必要な事実の報告を怠ったと 

き。 

  (2) 乙が茨城県高等学校等奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に基づく義務の履行 

   を怠ったとき。 

(3) 前各号の外，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

  （弁済の充当） 

第２条 乙及び乙の保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 

  （管轄裁判所） 

第３条 乙及び乙の保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在地を管轄する裁判所 

を第一審の裁判所とする。 

 

 

（注意事項） 

 １ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭書には￥を付すこと。 

 ２ 本人，連帯保証人２名は，それぞれ署名の上，押印すること。 

 ３ 連帯保証人の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付すること。 
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様式第14号中 

 

 

 

 

 

 

 

返還者コード 
（記入しないこと。） 

Ｋ          

フリガナ  学  校  名 生 年 月 日 

氏 名 
  年 月 日 

 

改める。 

 

 （茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第３条 茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則（平成16年茨城県教育委員会規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

  第４条第３項中「誓約書」を「奨学資金貸与契約書」に，「教育長」を「速やかに教育長」 

 に改める。 

  第４条に次の１項を加える。 

  ４ 前項において，奨学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する制限行為能力

者であるときは，法定代理人の同意書（様式第５号の２）を併せて提出するものとする。 

  第10条中「納付する」を「納付することをもって行う」に改める。 

  様式第１号中 
 

学校名 
            立         学校      科      第      学年 

（正規の修業期限   年） 

 

学校名 
                      学校      科      第      学年 

（正規の修業年限   年） 

 

  

返 還 者 コ ー ド 
 

Ｋ         

フリガナ  学  校  名 生 年 月 日 性別 

氏 名 
  年 月 日 ※ 男 

   女 

「 

」 

を 

「 

に 

」 

「 

」 
を 

「 

」 
に， 
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成 

績 

記 

入 

欄 

※ 
（中学校等・高等学校等 の成績評定表） 
  学年 
設定 （  ）年 （  ）年 合  計 

 
 

評 定  科目数      評定値 
５×（     ）＝（      ） ５    

４    
  ４×（     ）＝（     ） 

３×（     ）＝（     ） 

３    
２×（     ）＝（      ） 
１×（     ）＝（      ） 

２    合計Ａ（     ）Ｂ（      ） 

１     

合 計   Ａ  

 
 

成 

績 

記 

入 

欄 

 
※（中学校等・高等学校等 の成績評定表） 
  学年 
評定 （  ）年 （  ）年 合  計 

 
 

評 定  科目数      評定値 
５×（     ）＝（      ） ５    

４    
  ４×（     ）＝（     ） 

３×（     ）＝（     ） 

３    
２×（     ）＝（      ） 
１×（     ）＝（      ） 

２    合計Ａ（     ）Ｂ（      ） 

１     

合 計   Ａ  
 

 

「（記載上の注意）」を「（記入上の注意）」に，「２ 成績評定は，前２年の（第２学年は前１年）の科目数を 

記入のこと。」を「２ 成績評定は，前２年（第２学年は前１年）の科目数を記入のこと。」に改める。 

 

  様式第２号の１中 
 

     立    学校 第 学年 進路希望先 学校 

ふりがな 性   別 年   齢 

 

（  年  月  日生） 
※ 

男 ・ 女 
満   歳 

 

          学校 第 学年 進路希望先 学校 

ふりがな 生 年 月 日 年   齢 

 

 
    年  月  日 満   歳 

評定平均値 
Ｂ 
―＝ 
Ａ 

「 

を 

」 

「 

に， 

「 

」 

を 

「 

」 

に， 

評定平均値 
Ｂ 
―＝ 
Ａ 

」 
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「（記載上の注意） 

１ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 

２ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母またはこれに代わって 

 家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 

３ 家族の状況の続柄の前に，別居者に×印を付けること。 

４ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 

５ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる  を 

 者であること。 

  なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 

 もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

６ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 」 

 

「（記入上の注意） 

１ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母又はこれに代わって 

 家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 

２ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 

３ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 

４ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる  に改める。 

 者であること。 

  なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 

 もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

５ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 」 

 

  様式第２号の２中 

 

               学校 学科 
※ 全日制 

定時制        科 
通信制 

ふりがな 性         別 

 

（   年  月  日生） 
※ 

男  ・  女 

 

               学校 学科 
全日制 
定時制          科 
通信制 

ふりがな 生 年 月 日 

 
年  月  日 

 

  

「 

を 

「 

」 

に， 

」 
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「（記載上の注意） 

１ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 

２ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母またはこれに代わって 

 家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 

３ 家族の状況の続柄の前に，別居者に×印を付けること。 

４ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 

５ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる   を 

 者であること。 

  なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 

 もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

６ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。  」 

 

「（記入上の注意） 

１ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母又はこれに代わって 

 家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 

２ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 

３ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 

４ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる   に改める。 

 者であること。 

  なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 

 もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

５ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。  」 

 

様式第３号中 

 

 
学 校 

（平成  年  月卒業予定） 

 

 
学 校 

（    年  月卒業予定） 

 

  様式第５号を次のように改める。 

 

様式第５号（第４条関係） 

 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 
 
 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者         
（以下「乙」という。）とは，茨城県育英奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸与につ

いて，次の条項により貸与契約を締結する。 
 

「 

」 

を 

」 

に改める。 

「 
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第１条 甲は，乙に対し    年度から    年度まで，奨学資金を貸与する。 
第２条 奨学資金の額は，年額金       円とする。 
第３条 奨学資金は，年４回に分けて，  月，  月，  月及び  月に交付するものと

する。ただし，初年度の貸与ほか特別の事情がある場合は，この限りでない。 
第４条 乙は，奨学資金の貸与終了月の６月後から10年以内に，半年賦又は年賦により，甲に

奨学資金を返還しなければならない。 

第５条 乙は，奨学資金の貸与終了後，直ちに茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則（平成16

年茨城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める茨城県育英奨学資金借用証

書及び茨城県育英奨学資金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲に提出しなけれ

ばならない。 

第６条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該返還計

画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）に定める

納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」という。）を乙に

発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資金を返還するときは，甲は別

に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知するものとする。 

第７条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨

城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うものとする。 

第８条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第６条の口座振替日（以下「返還すべき日」

という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌日から６

月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利息を支払うもの

とする。 
第９条 乙は，茨城県育英奨学資金貸与条例（平成16年茨城県条例第46号。以下「条例」とい

う。）及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たすとともに，貸与終了

後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第10条         及び        （以下「丙」という。）は，この契約から生

ずる債務について連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第11条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示をする 

ことができる。 
第12条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に必要な

手続をとるものとする。 

第13条 乙及び丙は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必要な範囲

内において，乙及び丙の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情報を甲が利用するこ

とに同意する。 

第14条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定めるとこ 

ろによるものとする。 
 
 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印の上，甲，乙各１通を保有する。 
 
     年  月  日 
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甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長        印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

                     本人との関係 

 

丙 連帯保証人 住  所 

氏  名               ○印  

生年月日         年  月  日 

本人との関係 

 

様式第５号の２を次のように定める。 

 

様式第５号の２（第４条関係） 

 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の奨学資金貸与

契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締結に同意いた

します。 

記 
 
契約の名称 奨学資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   

貸 与 期 間     年度から    年度まで 

貸 与 金 額 年額        円 
 

年  月  日 

法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日     年  月  日 

                         電話番号 
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法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日     年  月  日 

                         電話番号 

 

 茨城県教育委員会教育長 殿 

 

様式第14号を次のように改める。 

 

様式第 14 号（第９条関係） 

 
茨 城 県 育 英 奨 学 資 金 借 用 証 書 

 

金   額 
 百 十 万 千 百 十 円 

 
  茨城県育英奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
  ついては，茨城県育英奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，別記茨城県育英

奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
 
        年  月  日 
 
                            ふりがな 
                      本   人 氏  名              ○印  
 
                            住  所 
 

私どもは，奨学生に上記のとおり履行させるとともに，万一本人が履行しないときは，その債務を連帯

して負担することを保証します。 
 
                            ふりがな 
                      連帯保証人 氏  名              ○印  
 
                            住  所 
 
                            ふりがな 
                      連帯保証人 氏  名              ○印  
 
                            住  所 
 
  茨城県教育委員会教育長 殿 
 
 
特約事項 
 （一時償還） 
第１条 奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」という。）は，茨城県教育委員会教育長（以下「甲」とい 

う。）が，次の各号のいずれかに該当すると認め，一時償還の請求をした場合には，償還期限（半年賦又 
は年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であっても，直ちに債務の全務又は一部を弁済する。 

(1) 乙が奨学資金の貸与を受けるに際し，又はその貸与を受けた後当該奨学資金の全額を返済するまでの 
間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意に必要な事実の報告を怠つたとき。 
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(2) 乙が茨城県育英奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に基づく義務の履行をったと 
き。 

(3) 前各号のほか，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 
 （弁済の充当） 
第２条 乙並びに乙の連帯保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 
 （裁判管轄） 
第３条 乙及び乙の連帯保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在地を管轄する裁 

判所を管轄裁判所とする。 
 
 

（注意事項） 
１ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭首には￥を付すこと。 
２ 本人，連帯保証人は，それぞれ自署の上，押印すること。 
３ 連帯保証の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付すること。 

 

  様式第15号中 

 

◆返還者コード           

フリガナ 
氏  名 

 
学校名 

 
生年月日 年  月  日 性別 男・女 

 

 

返還者コード 
（記入しないこと。）  Ｉ          

フリガナ 
氏  名 

 
学校名 

 
生年月日 年  月  日 

 

「（記載上の注意）◆印のところは，記入しないこと。また，※印のところは，該当するものを○で囲むこ

と。」を「（記入上の注意）※印のところは，該当するものを○で囲むこと。」に改める。 

 

 （茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第４条 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則（昭和50年  

茨城県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条に次の１項を加える。 

  ２ 前項において，修学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する制限行為能力

者であるときは，法定代理人の同意書（様式第５号の２）を併せて提出するものとする。 

  第６条の２中「納付する」を「納付することをもって行う」に改める。 

  様式第１号中 
 

 性 別 年 齢 学科      科 

 
 
（   年 月 日生） 

男・女 満   歳 
学年      年 

「 

」 

を 

に， 

「 

」 

「 

を 

」 
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 生 年 月 日 課程・学科・学年 

 
 
            

年  月  日 
 （満   歳） 

        制 
        科 
        年 

 

  様式第５号を次のように改める。 

 
様式第５号（第４条） 

 

修 学 奨 励 資 金 貸 与 契 約 書 
 
  茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者         
（以下「乙」という。）とは，    年度茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨

励資金（以下「修学奨励資金」という。）の貸与について，次の条項により貸与契約を締結す

る。 
 
第１条 甲は，乙に対し修学奨励資金として年額金       円を貸与するものとする。 
第２条 修学奨励資金は，年３回に分けて  月，  月及び  月に交付するものとする。 
 だたし，特別の事情がある場合は，この限りでない。 
第３条 乙は，修学奨励資金の貸与終了月又は貸与時の高等学校定時制課程若しくは通信制課

程への在学終了月の６月後から，貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に，月

賦又は半年賦により，甲に修学奨励資金を返還しなければならない。ただし，乙が茨城県高

等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例（昭和52年茨城県条例第24号。以下

「条例」という。）第６条に規定する事由に該当すると認められるときは，甲は，乙の返還

債務の全部又は一部を免除するものとする。 
第４条 乙は，修学奨励資金の貸与終了後又は貸与時の高等学校定時制課程若しくは通信制課

程への在学終了後，直ちに茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例

施行規則（昭和50年茨城県教育委員会規則第３号。以下「規則」という。）に定める修学奨

励資金借用証書及び修学奨励資金返還明細書（以下「返還明細書」という。）を甲に提出し

なければならない。ただし，乙が条例第６条に規定する事由に該当するときは，この限りで

ない。 
第５条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還明細書を適正と認めたときは，当該返還明

細書に基づき，各月又は各年６月若しくは12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15

号）に定める納入通知書を乙に発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により修学

奨励資金を返還するときは，甲は別に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通

知するものとする。 

第６条 修学奨励資金の返還は，前条の納入通知書又は口座振替の方法により茨城県指定金融

機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うものと

する。 
 

に改める。 

「 

」 
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第７条 乙は，第５条の納入通知書に定める納期限又は同条の口座振替日（以下「返還すべき

日」という。）までに返還しなかったときは，当該返還すべき日の翌日から返還の日までの

期間の日数に応じ，返還すべき額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を支払

うものとする。 

第８条 乙は，条例及び規則その他の関係規程を順守し，修学生としての責務を果たすととも

に，貸与終了後において返還債務があるときは，誠実に返還の義務を履行するものとする。 
第９条         及び        （以下「丙」という。）は，この契約から生

ずる債務について連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 
第10条 甲は，必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示をす

ることができる。 
第11条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に必要な

手続をとるものとする。 
第12条 乙及び丙は，修学奨励資金の返還を怠ったときに限り，当該修学奨励資金の回収に必

要な範囲内において，乙及び丙の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情報を甲が利

用することに同意する。 
第13条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定めるとこ

ろによるものとする。 
 

この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印の上，甲，乙各１通を保有す

る。 
 

年  月  日 
甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

                      茨城県教育委員会教育長        印 
 
             乙 債 務 者 住  所 
                      氏  名                ○印  
                     生年月日         年  月  日 
 
             丙 連帯保証人 住  所 
                      氏  名                ○印  
                       生年月日          年  月  日 
                       本人との関係 
 
             丙 連帯保証人 住  所 
                      氏  名                ○印  
                       生年月日          年  月  日 
                       本人との関係 
 

様式第５号の２を次のように定める。 
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様式第５号の２（第４条） 

 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の修学奨励資金

貸与契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締結に同意

いたします。 

記 
 
契約の名称 修学奨励資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   

貸 与 期 間     年度 

貸 与 金 額 年額        円 
 

年  月  日 

法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日     年  月  日 

                         電話番号 

 

法定代理人 住  所 

                         氏  名           ○印  

                         生年月日     年  月  日 

                         電話番号 

 

 茨城県教育委員会教育長 殿 

 

   付 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

 

   令和２年４月24日提出 

茨城県教育委員会教育長 小泉 元伸 

 

（提案理由） 

民法の改正（債権関係。令和２年４月施行）に伴い，奨学資金等の貸与に係る関係規定を改

正するほか，所要の改正をしようとするものである。 



茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（奨学資金の貸与を受ける者の決定） 
第４条 教育長は，前条の規定による申出があつたときは，その内容を審査

し，奨学資金の貸与を受ける者を決定するものとする。ただし，同条第１

号の規定により貸与を申し出た者については，奨学生進学届（様式第４号）

の提出があつた後，奨学資金の貸与を受ける者を決定するものとする。 
２ 教育長は，前項の規定により奨学資金の貸与を受ける者を決定したとき

は，茨城県奨学生決定通知書（様式第５号）により速やかに学校長を経て

当該者に通知するものとする。 
３ 前項の規定により通知を受けた者は，奨学資金貸与契約書（様式第６号。

入学一時金の貸与を受けるときは様式第６号の２）を速やかに教育長に提

出しなければならない。 
４ 前項において，奨学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する

制限行為能力者であるときは，法定代理人の同意書（様式第６号の３）を

併せて提出するものとする。 
 
 （奨学資金の返還の方法） 
第13条 条例第７条の規定による奨学資金の返還は，茨城県財務規則（平成

５年茨城県規則第15号）の定めるところにより発する納入通知書若しくは

奨学資金納入通知書（様式第14号）又は口座振替の方法により茨城県指定

金融機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者

に納付することをもって行うものとする。 

（奨学資金の貸与を受ける者の決定） 
第４条 教育長は，前条の規定による申出があつたときは，その内容を審査

し，奨学資金の貸与を受ける者を決定するものとする。ただし，同条第１

号の規定により貸与を申し出た者については，奨学生進学届（様式第４号）

の提出があつた後，奨学資金の貸与を受ける者を決定するものとする。 
２ 教育長は，前項の規定による奨学資金の貸与を受ける者を決定したとき

は，茨城県奨学生決定通知書（様式第５号）により速やかに学校長を経て

当該者に通知するものとする。 
３ 前項の規定により通知を受けた者は，誓約書      （様式第６号 
                            教育長に提

出しなければならない。 
４ （新設） 
 
 
 
（奨学資金の返還の方法） 
第13条 条例第７条の規定による奨学資金の返還は，茨城県財務規則（平成

５年茨城県規則第15号）の定めるところにより発する納入通知書若しくは

奨学資金納入通知書（様式第14号）又は口座振替の方法により茨城県指定

金融機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者

に納付する        ものとする。 

 

1 



茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 
（表） 

     予約採用 

茨城県教育委員会  
 

（表） 

  予約採用 

茨城県教育委員会  
 

 
奨  学  生  願  書 

ふりがな 
年  月  日生 
 
（満  歳） 

奨学金（月額貸与）の 
貸与希望期間 

入学一時金の 
貸与希望の有無 

氏  名 
年  月から 
年  月まで 
年  月間 

※ 
有・無 

学 
 
校 
 
名 

        学校 第   学年 

進
学
希
望
先 

※ 
 

  大学・専修学校（専門課程） 

本 
 
人 

現住所 

家族現住所  茨城県 

家
計
内
容 

給与収入金額 ※営業等・農業・不動産・利子・配当 所得金額 
円 円 

合計              円 合計                     円 

 
家 
 
 
 
族 
 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤務先 役職名 年 収 父又は母死亡のときは，その 
 

年  月  日（ 歳） 父  歳    円 

母       
就 学 者 の
在学学校名

学年 
現在までの 
県奨学資金 
貸与の有無 本人       

 
奨  学  生  願  書 

ふりがな ※ 
 男 
 女 

 
（満  歳） 

奨学金の貸与希望期間 入学一時金の 
貸与希望の有無 

氏  名 
年  月から 
年  月まで 
年  月間 

※ 
有・無 

年  月  日生 
学 
 
校 
 
名 

        学校 第   学年 

進
学
希
望
先 

※ 
 

  大学・専修学校（専門課程） 

本 
 
人 

現住所 

家族現住所  茨 城 県 

家
計
内
容 

給与収入金額 ※営業等・農業・不動産・利子・配当 所得金額 
円 円 

合計              円 合計                     円 

 
家 
 
 
 
族 
 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤務先 役職名 年 収 父又は母死亡のときは，その 
 

年  月  日（ 歳） 父  歳    円 

母       
就 学 者 の
在学学校名

学年 
現在までの 
県奨学資金 
貸与の有無 本人       
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の 
 
 
状 
 
 
況 

          年 ※有 無 

        
      有 無 

              有 無 

        
     有 無 

合計（  人）              
 

家
族
経
済
状
況
及
び
奨
学
資
金
希
望
理
由 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
の 
 
 
状 
 
 
況 

          年 ※有 無 

        
     有 無 

             有 無 

        
    有 無 

合計（  人）              
 

家
族
経
済
状
況
及
び
奨
学
資
金
希
望
理
由 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

（裏） 

 

（裏） 

本
人
の
履
歴 

     年   月    中学校卒業 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

 
以上のとおり記載に相違ありません。 

  奨学生として採用の上，奨学資金を貸与されるようお願いいたします。 
 なお，採用の上 は，茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に 
従い，奨学生としての責務を果たすことはもとより，奨学資金の返還その他の義務につい 
ても，両名連帯の責任を負うことを誓約いたします。 

本
人
の
履
歴 

     年   月    中学校卒業 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

 
以上のとおり記載に相違ありません。 

  奨学生として採用のうえ奨学資金を貸与されるようお願いいたします。 
なお，採用のうえは，茨城県奨学資金貸与条例              の規定に 

従い，奨学生としての責務を果たすことはもとより，奨学資金の返還その他の義務につい 
ても，両名連帯の責任を負うことを誓約いたします。 
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年  月  日 
 

ふりがな 
本   人 氏  名 

                               ふりがな                     
                         連帯保証人 氏  名 
                               現 住 所 
                                                   生年月日  年 月 日 
                               続  柄 本人の（ ）     
 

茨城県教育委員会教育長 殿 
 

年  月  日 
 

ふりがな 
本   人 氏  名 

                               ふりがな                     
                         連帯保証人 氏  名 
                               現 住 所 

続      柄 本人の（  ） 
年 月 日生 

 
茨城県教育委員会教育長 殿 

 

（記入上の注意) （記載上の注意） 
１ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
２ 奨学金の貸与希望期間は，入学一時金の貸与だけを希望する者については記入不要 
であること。 

２ 奨学金の貸与希望期間は，入学一時金の貸与だけを希望する者については記入不要 
であること。 

３ 入学一時金貸与の出願者資格は，月額貸与とは異なるので留意すること。 ３ 入学一時金貸与の出願者資格は，月額貸与とは異なるので留意すること。 
４ 家計内容は，家族全員の収入をできるだけ詳細にありのまま記入し，父及び母又は 

これに代わって家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付する 
こと。 

４ 家計内容は，家族全員の収入をできるだけ詳細にありのまま記載し，父及び母又は 
これに代わって家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付する 
こと。 

５ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 ５  家族の状況のうち，続柄の前に，別居者に    ×印を付けること。 
６ 家族経済状況及び奨学資金希望理由は，具体的かつ詳細に記入のこと。 ６ 家族経済状況及び奨学資金希望理由は，具体的かつ詳細に記入のこと。 
７ 本人の履歴は，必要に応じて適宜修正し，入学，卒業のほか，休学，転学，退学， 
身分の異動等も理由を付して漏れなく記入のこと。 

７ 本人の履歴は，必要に応じて適宜修正し，入学，卒業のほか，休学，転学，退学， 
身分の異動等も理由を付して漏れなく記入のこと。 

８ 連帯保証人は，独立の生計を営む父母兄姉又はこれに代わる者（本人が未成年者で 
あるときは，親権者又は未成年後見人）で，将来奨学資金返還の責任を負いうる者で 
あること。 

８ 連帯保証人は，独立の生計を営む父母兄姉又はこれに代わる者（本人が未成年者で 
あるときは，親権者又は未成年後見人）で，将来奨学資金返還の責任を負いうる者で 
あること。 

    なお，出願の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは更に別 
の保証人１人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

なお，出願の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは更に別 
の保証人１人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

９ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 ９ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 
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茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第３号（第３条関係） 様式第３号（第３条関係） 
（表） 

           

 

（表） 

自宅外通学希望者（朱書）                                              在学採用 

 
茨城県教育委員会  

 

奨  学  生  願  書 

ふりがな 
年  月  日生 
 
（満  歳） 

奨学金（月額貸与）の 
貸与希望期間 

入学一時金の 
貸与希望の有無 

氏  名 
年  月から 
年  月まで 
年  月間 

※ 
有・無 

在 
 
学 
 
校 

大学      学部 
                         科   第   学年 

学校      課程 

所在地 
本 
 
人 

現住所 

家族現住所  茨城県 

家
計
内
容 

給与収入金額 ※営業等・農業・不動産・利子・配当 所得金額 
円 円 

合計              円 合計                     円 
 
家 
 
 
 
族 
 
 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤務先 役職名 年 収 父又は母死亡のときは，その 
 

年  月  日（ 歳） 父  歳    円 

母       
就 学 者 の
在学学校名

学年 
現在までの 
県奨学資金 
貸与の有無 本人       

奨  学  生  願  書 

ふりがな ※ 
 男 
 女 

 
（満  歳） 

奨学金の貸与希望期間
入学一時金の 
貸与希望の有無 

氏  名 
年  月から 
年  月まで 
年  月間 

※ 
有・無 

年  月  日生 

在 
 
学 
 
校 

大学      学部 
                         科   第   学年 

学校      課程       

所在地 
本 
 
人 

現住所 

家族現住所  茨 城 県 

家
計
内
容 

給与収入金額 ※営業等・農業・不動産・利子・配当 所得金額 
円 円 

合計              円 合計                     円 
 
家 
 
 
 
族 
 
 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤務先 役職名 年 収 父又は母死亡のときは，その 
 

年  月  日（ 歳） 父  歳    円 

母       
就 学 者 の
在学学校名

学年 
現在までの 
県奨学資金 
貸与の有無 本人       

希望する貸与額区分 
※ 自宅通学・自宅外通学 
 

在学採用 

茨城県教育委員会 
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の 
 
 
状 
 
 
況 

          年 ※有 無 

        
      有 無 

              有 無 

        
     有 無 

合計（  人）              
 

家
族
経
済
状
況
及
び
奨
学
資
金
希
望
理
由 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
の 
 
 
状 
 
 
況 

          年 ※有 無 

        
      有 無 

              有 無 

        
     有 無 

合計（  人）              
 

家
族
経
済
状
況
及
び
奨
学
資
金
希
望
理
由 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

（裏） 

本
人
の
履
歴 

     年   月    中学校卒業 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 
 

 

（裏） 

本
人
の
履
歴 

     年   月    中学校卒業 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

        年   月 年   月 

年   月 年   月 

        年   月 年   月 
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以上のとおり記載に相違ありません。 
  奨学生として採用の上，奨学資金を貸与されるようお願いいたします。 
 なお，採用の上 は，茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他関係規程に従 
い，奨学生としての責務を果たすことはもとより，奨学資金の返還その他の義務について 
も，両名連帯の責任を負うことを誓約いたします。 

年  月  日 
 

ふりがな 
本   人 氏  名 

                               ふりがな                     
                         連帯保証人 氏  名 
                               現 住 所 
                                                   生年月日  年 月 日 
                               続  柄 本人の（ ）     
 

茨城県教育委員会教育長 殿 
 

以上のとおり記載に相違ありません。 
  奨学生として採用のうえ奨学資金を貸与されるようお願いいたします。 

なお，採用のうえは，茨城県奨学資金貸与条例             の規定に従 
い，奨学生としての責務を果たすことはもとより，奨学資金の返還その他の義務について 
も，両名連帯の責任を負うことを誓約いたします。 

年  月  日 
 

ふりがな 
本   人 氏  名 

ふりがな 
連帯保証人 氏  名 

                           現 住 所 
続      柄 本人の（  ） 

年 月 日生 
 

茨城県教育委員会教育長 殿 
 

（記入上の注意) （記載上の注意） 
１ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
２ 奨学金の貸与希望期間は，入学一時金の貸与だけを希望する者については記入不要 
であること。 

２ 奨学金の貸与希望期間は，入学一時金の貸与だけを希望する者については記入不要 
であること。 

３ 入学一時金貸与の出願者資格は，月額貸与とは異なるので留意すること。 ３ 入学一時金貸与の出願者資格は，月額貸与とは異なるので留意すること。 
４ 家計内容は，家族全員の収入をできるだけ詳細にありのまま記入し，父及び母又は 

これに代わって家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付する 
こと。 

４ 家計内容は，家族全員の収入をできるだけ詳細にありのまま記載し，父及び母又は 
これに代わって家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付する 
こと。 

５ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 ５  家族の状況のうち，続柄の前に，別居者に    ×印を付けること。 
６ 家族経済状況及び奨学資金希望理由は，具体的かつ詳細に記入のこと。 ６ 家族経済状況及び奨学資金希望理由は，具体的かつ詳細に記入のこと。 
７ 本人の履歴は，必要に応じて適宜修正し，入学，卒業のほか，休学，転学，退学， 
身分の異動等も理由を付して漏れなく記入のこと。 

７ 本人の履歴は，必要に応じて適宜修正し，入学，卒業のほか，休学，転学，退学， 
身分の異動等も理由を付して漏れなく記入のこと。 

８ 連帯保証人は，独立の生計を営む父母兄姉又はこれに代わる者（本人が未成年者で 
あるときは，親権者又は未成年後見人）で，将来奨学資金返還の責任を負いうる者で 
あること。 

８ 連帯保証人は，独立の生計を営む父母兄姉又はこれに代わる者（本人が未成年者で 
あるときは，親権者又は未成年後見人）で，将来奨学資金返還の責任を負いうる者で 
あること。 

    なお，出願の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは更に別 
の保証人１人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

なお，出願の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは更に別 
の保証人１人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 

９ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 ９ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 
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茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第４号（第４条関係） 

 
奨 学 生 進 学 届 

 
茨城県教育委員会教育長 殿 

 
年  月  日 

 
出身学校名 

本   人 住   所 
      氏   名 
 

住   所 
連帯保証人 
      氏   名 

 
 
 私は茨城県奨学生の内定を受けておりましたが，この度，下記のとおり進学しました 
のでお届けします。 
 

記 
 

進 学 先 
大学 
学校 

学部 
課程 

科 

（    年  月卒業予定）  

 
上記の者について入学を許可しました。 
 
     年  月  日 
 
                      学校長  氏名        印 

 

様式第４号（第４条関係） 

 
奨 学 生 進 学 届 

 
茨城県教育委員会教育長 殿 

 
年  月  日 

 
出身学校名 

本   人 住   所 
      氏   名 
 

住   所 
連帯保証人 
      氏   名 

 
 
 私は茨城県奨学生の内定を受けておりましたが，この度，下記のとおり進学しました 
のでお届けします。 
 

記 
 

進 学 先 
大学 
学校 

学部 
課程 

科 

（平成  年  月卒業予定）  

 
上記の者について入学を許可しました。 
 
     年  月  日 
 
                      学校長  氏名        印 
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茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第６号（第４条関係） 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 

 

 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者         

（以下「乙」という。）とは，茨城県奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸与につ

いて，次の条項により貸与契約を締結する。 

 

第１条 甲は，乙に対し    年度から    年度まで，奨学資金を貸与する。 

第２条 奨学資金の額は，年額金      円とする。 

第３条 奨学資金は，年４回に分けて，  月，  月，  月及び  月に交付するも

のとする。ただし，初年度の貸与ほか特別の事情がある場合は，この限りでない。 

第４条 乙は，奨学資金の貸与終了月の６月後から10年以内に，半年賦又は年賦により，

甲に奨学資金を返還しなければならない。 

第５条 乙は，奨学資金の貸与終了後，直ちに茨城県奨学資金貸与条例施行規則（昭和38

年茨城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める奨学資金借用証書及

び奨学資金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲に提出しなければならない。 

第６条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該

返還計画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15

号）に定める納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」

という。）を乙に発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資金を返

還するときは，甲は別に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知する

ものとする。 

 

様式第６号（第４条関係） 

 
誓     約     書 

 
  この度，茨城県奨学生として奨学資金の貸与を受けることになりました。 

ついては，茨城県奨学資金貸与条例その他の関係規程に従い，奨学生としての責務 
を果たすことはもとより，貸与終了後は誠実に返還の義務を履行することを誓約いた 

します。 
 
      年  月  日 

 
                         ふりがな 

本   人 氏  名       ○印  

                         現 住 所 
 
                         ふりがな 
                   連帯保証人 氏  名       ○印  

                         現 住 所 

                         続  柄 本人の（  ） 
 
                         ふりがな 

                   保 証 人 氏  名        ○印  
                         現 住 所 

                         続  柄 本人の（  ） 

茨城県教育委員会教育長殿 
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第７条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機

関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うも

のとする。 

第８条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第６条の口座振替日（以下「返還すべき

日」という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌

日から６月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利

息を支払うものとする。 

第９条 乙は，茨城県奨学資金貸与条例（昭和38年茨城県条例第18号。以下「条例」とい

う。）及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たすとともに，貸

与終了後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第10条           （以下「丙」という。）は，この契約から生ずる債務につ

いて連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第11条           （以下「丁」という。）は，保証人となり，この契約から

生ずる債務を保証するものとする。 

第12条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示を

することができる。 

第13条 乙，丙及び丁は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行

に必要な手続をとるものとする。 

第14条 乙，丙及び丁は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必

要な範囲内において，乙，丙及び丁の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情

報を甲が利用することに同意する。 

第15条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定め

るところによるものとする。 

（記載上の注意） 

 連帯保証人は，奨学生が未成年であるときは親権者又は未成年後見人とし，また，連 

帯保証人及び保証人は，独立の生計を営む成年者でうち１人は県内に居住する者である 

こと。 
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 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙丁記名押印の上，甲，乙各１通を

保有する。 

     年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長     印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名            ○印  

生年月日      年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名            ○印  

生年月日      年  月  日 

                     本人との関係 

 

丁 保 証 人 住  所 

氏  名            ○印  

生年月日      年  月  日 

本人との関係 
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茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第６号の２ 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 

 

 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者         

（以下「乙」という。）とは，茨城県奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸与につ

いて，次の条項により貸与契約を締結する。 

 

第１条 甲は，乙に対し    年度の入学一時金として奨学資金を貸与する。 

第２条 奨学資金の額は，金       円とする。 

第３条 奨学資金は，    年  月に交付するものとする。ただし，特別の事情があ

る場合は，この限りでない。 

第４条 乙は，奨学資金の貸与に係る大学又は専修学校（専門課程）（以下「大学等」と

いう。）における正規の修業期間の終了する月の６月後から10年以内に，年賦により，

甲に奨学資金を返還しなければならない。 

第５条 乙は，大学等における正規の修業期間の終了後，直ちに茨城県奨学資金貸与条

例施行規則（昭和38年茨城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める

奨学資金借用証書及び奨学資金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲に提出

しなければならない。 

第６条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該

返還計画書に基づき，各年６月又は1 2月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15

号）に定める納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」

という。）を乙に発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資金を 

（新設） 
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返還するときは，甲は別に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知す

るものとする。 

第７条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機

関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うも

のとする。 

第８条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第７条の口座振替日（以下「返還すべき

日」という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌

日から６月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利

息を支払うものとする。 

第９条 第７条及び第８条の規定に関わらず，乙が茨城県奨学資金貸与条例（昭和38年

茨城県条例第18号。以下「条例」という。）第1 1条第２項の規定に該当するときは，

甲は規則に定めるところにより，奨学資金の全部又は一部の返還を免除する。 

第10条 乙は，条例及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たす

とともに，貸与終了後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第11条           （以下「丙」という。）は，この契約から生ずる債務につ

いて連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第12条           （以下「丁」という。）は，保証人となり，この契約から

生ずる債務を保証するものとする。 

第13条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示を

することができる。 

第14条 乙，丙及び丁は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行

に必要な手続をとるものとする。 

第15条 乙，丙及び丁は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必

要な範囲内において，乙，丙及び丁の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情

報を甲が利用することに同意する。 
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第16条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定め

るところによるものとする。 

 
この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙丁記名押印の上，甲，乙各１通を保

有する。 

     年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長     印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名            ○印  

生年月日      年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名            ○印  

生年月日      年  月  日 

                     本人との関係 

 

丁 保 証 人 住  所 

氏  名            ○印  

生年月日      年  月  日 

本人との関係 

 

 

 
  

14 



茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第６号の３（第４条関係） 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の奨学資

金貸与契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締

結に同意いたします。 

記 
 
契約の名称 奨学資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   

 
【奨学金（月額貸与）】 
貸与期間     年度から    年度まで 
貸与金額 年額        円 

 
【入学一時金】 
 貸与年度 

  貸与金額           円 
 

年  月  日 

 
法定代理人 住  所 

                      氏  名            ○印  

                      生年月日      年  月  日 

                      電話番号 

 

法定代理人 住  所 

（新設） 
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                      氏  名            ○印  

                      生年月日      年  月  日                 

電話番号 

 

茨城県教育委員会教育長 殿 
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茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第12号（第12条関係） 

 
           奨 学 資 金 借 用 証 書 
 
 

金額 
 百 十 万 千 百 十 円 

 
  茨城県奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
  ついては，茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，別記 
 奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
 
        年  月  日 
 
                          ふりがな 
                    本   人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
 
                          ふりがな 
                    連帯保証人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
 
                          ふりがな 
                    保 証 人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
 
  茨城県教育委員会教育長 殿 
 
  特約事項 
  （一時償還） 
 第１条 奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」という。）は，茨城県教育委員会教育長 
  （以下「甲」という。）が，次の各号の一に該当すると認め，一時償還の請求をした場 

様式第12号（第12条関係） 

 
           奨 学 資 金 借 用 証 書 
 
 

金額 
 十 万 千 百 十 円 

 
  茨城県奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
  ついては，茨城県奨学資金貸与条例         その他の関係規程に従い，別記 

奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
 
        年  月  日 
 
                          ふりがな 
                    本   人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
 
                          ふりがな 
                    連帯保証人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
 
                          ふりがな 
                    保 証 人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
 
  茨城県教育委員会教育長殿  
 
  特約事項 
  （一時償還） 
 第１条 奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」という。）は，茨城県教育委員会教育長 
  （以下「甲」という。）が，次の各号の一に該当すると認め，一時償還の請求をした場 

 

      

      
      

収   入 

印   紙 
(消印のこと) 
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  合には，償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であつて 
 も，直ちに債務の全務又は一部を弁済する。 

 (1) 乙が奨学資金の貸与を受けるに際し，又はその貸与を受けた後当該奨学資金の全額 

  を返還するまでの間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意 

  に必要な事実の報告を怠つたとき。 

 (2) 乙が茨城県奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に基づく義務の 

履行を怠つたとき。 

 (3) 前各号のほか，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

  （弁済の充当） 

 第２条 乙並びに乙の連帯保証人及び保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認 

  する。 

第３条 乙並びに乙の連帯保証人及び保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の 

  事務所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 
 
 （注意事項） 
  １ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭首には￥を付              
         すこと。 
  ２ 本人，連帯保証人及び保証人は，それぞれ署名の上 ，押印すること。 
  ３ 連帯保証人及び保証人の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添 
   付すること。 

合には，償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であつて 
 も，直ちに債務の全務又は一部を弁済する。 

 (1) 乙が奨学資金の貸与を受けるに際し，又はその貸与を受けた後当該奨学資金の全額 

  を返還するまでの間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意 

  に必要な事実の報告を怠つたとき。 

 (2) 乙が茨城県奨学資金貸与条例         その他の関係規程に基づく義務の 

履行を怠つたとき。 

 (3) 前各号のほか，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

  （弁済の充当） 

 第２条 乙並びに乙の連帯保証人及び保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認 

  する。 

第３条 乙並びに乙の連帯保証人及び保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の 

  事務所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 
 
 （注意事項） 
  １ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭首には￥を付し抹消訂正のときは必ず本人 

の確認印を押すこと。 
  ２ 本人，連帯保証人及び保証人は，それぞれ署名のうえ，押印すること。 
  ３ 連帯保証人及び保証人の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添 
   付すること。 
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茨城県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第13号（第12条関係） 

奨 学 資 金 返 還 計 画 書 
返還者コード 

（記入しないこと。）  Ｄ          

フリガナ  学 校 名 生 年 月 日 

氏名 
  年 月 日 

貸与終了年月とその理由 貸 与 月 額 貸与開始 貸与終了 貸 与 総 額 

 

（中略） 

保

証

人 

氏 名  生 年 
月 日 

年  月  日 本人と 
の続柄 

 

現 住 所 
〒（  ―   ） 
                   電話 
                   番号 

職 業 及 び 
勤 務 先 

電話 
番号 

（記入上の注意）※印のところは，該当するものを○で囲むこと。             
            
 

様式第13号（第12条関係） 

奨 学 資 金 返 還 計 画 書 
 ★返還者コード  

Ｄ          

フリガナ  学 校 名 生 年 月 日 性別 

氏名 
  年 月 日 ※男 

女 

貸与終了年月とその理由 貸 与 月 額 貸与開始 貸与終了 貸 与 総 額 

（中略） 

保

証

人 

氏 名  生 年 
月 日 

年  月  日 本人と 
の続柄 

 

現 住 所 
〒（  ―   ） 
                   電話 
                   番号 

職 業 及 び 
勤 務 先 

電話 
番号 

（記載上の注意）※印のところは，必要文字  を○で囲むこと。★印のところは記入しな 
       いこと。 
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茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（契約書の提出） 
第６条 前条第２項の規定により奨学資金の貸与を受けることとなった者

（以下「奨学生」という。）は，奨学資金貸与契約書（様式第４号）を速や

かに教育長に提出しなければならない。 
２ 前項において，奨学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する

制限行為能力者であるときは，法定代理人の同意書（様式第４号の２）を

併せて提出するものとする。 
 
 （奨学資金の返還の方法） 
第11条 奨学資金の返還は，茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）

の定めるところにより発する納入通知書若しくは奨学資金納入通知書（様

式第15号）又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨城県収納代

理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付することをもっ

て行うものとする。 

（契約書の提出） 
第６条 前条第２項の規定により奨学資金の貸与を受けることとなった者

（以下「奨学生」という。）は，奨学資金貸与契約書（様式第４号）を速や

かに教育長に提出しなければならない。 
２ （新設） 
 
 
 
（奨学資金の返還の方法） 
第11条 奨学資金の返還は，茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）

の定めるところにより発する納入通知書若しくは奨学資金納入通知書（様

式第15号）又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨城県収納代

理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付する       

   ものとする。 
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茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第１号（第４条関係） 

茨城県教育委員会 
奨 学 資 金 貸 与 申 請 書 

申 

請 

者 

（ 

本 

人 

） 

学 校 名           学校 学科 
全日制 
定時制   科 
通信制 

学年 第  学年 

氏  名 

ふりがな 生 年 月 日 年   齢 

 

              
年 月 日 満   歳 

現 住 所 

 

 

（電話番号   ―   ―   ） 

自宅内外の別 

自宅内・自宅外 

（以下略） 

様式第１号（第４条関係） 

茨城県教育委員会 
奨 学 資 金 貸 与 申 請 書 

申 

請 

者 

（ 

本 

人 

） 

学 校 名           学校 学科 
全日制 
定時制   科 
通信制 

学年 第  学年 

氏  名 

生年月日 

ふりがな 性   別 年   齢 

 

（   年  月  日生） 
男 ・ 女 満   歳 

現 住 所 

 

 

（電話番号   ―   ―   ） 

自宅内外の別 

自宅内・自宅外 

（以下略） 
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茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第４号（第６条関係） 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 

 

 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者        

（以下「乙」という。）とは，    年度茨城県高等学校等奨学資金（以下「奨学資

金」という。）の貸与について，次の条項により貸与契約を締結する。 

 

第１条 甲は，乙に対し奨学資金として年額金       円を貸与するものとす

る。 

第２条 奨学資金は，年３回に分けて，  月，  月及び  月に交付するものとす

る。ただし，特別の事情がある場合は，この限りでない。 

第３条 乙は，奨学資金の貸与終了月又は貸与時の学校への在学終了月の６月後から20

年以内に，半年賦又は年賦により，甲に奨学資金を返還しなければならない。 

第４条 乙は，奨学資金の貸与終了後又は貸与時の学校への在学終了後，直ちに茨城県

高等学校等奨学資金貸与条例施行規則（平成14年茨城県教育委員会規則第９号。以下

「規則」という。）に定める奨学資金借用証書及び奨学資金返還計画書（以下「返還

計画書」という。）を甲に提出しなければならない。 

第５条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該

返還計画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15

号）に定める納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書

等」という。）を乙に発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資

金を返還するときは，甲は別に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通

知するものとする。 

様式第４号（第６条関係） 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 

 茨城県教育委員会教育長         （以下「甲」という。）と債務者     

（以下「乙」という。）とは，     年度茨城県高等学校等奨学資金（以下「奨学資

金」という。）の貸与について，次の条項により貸与契約を締結する。 

 

第１条 甲は，乙に対し奨学資金として年額金     円を貸与するものとする。 

第２条 奨学資金は，年３回に分けて， 月， 月及び 月に交付するものとする。 

第３条 乙は，茨城県高等学校等奨学資金貸与条例及び同条例施行規則を遵守するもの

とする。 

第４条         及び        （以下「丙」という。）は，この契約か 

 ら生ずる債務について保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第５条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に

必要な手続をとるものとする。 

第６条 甲は，必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示 

をすることができる。 

第７条 この契約に定めのない事項については，甲の定めるところによるものとする。 

 

 上記契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印のうえ甲，乙各１通を保有

する。 

 

       年  月  日 
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第６条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機

関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うも

のとする。 

第７条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第５条の口座振替日（以下「返還すべ

き日」という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日

の翌日から６月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延

滞利息を支払うものとする。 

第８条 乙は，茨城県高等学校等奨学資金貸与条例（平成14年茨城県条例第33号。以下

「条例」という。）及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果た

すとともに，貸与終了後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第９条         及び        （以下「丙」という。）は，この契約

から生ずる債務について連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものと

する。 

第10条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示

をすることができる。 

第11条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に

必要な手続をとるものとする。 

第12条 乙及び丙は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必要

な範囲内において，乙及び丙の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情報を甲

が利用することに同意する。 

第13条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定め

るところによるものとする。 
 
この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印の上，甲，乙各１通を保

有する。 

甲  債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長     印 

 

乙  債 務 者 住   所 

氏   名            ○印  

生 年 月 日     年  月  日生 

 

丙  連帯保証人 住   所 

                     氏   名            ○印  

生 年 月 日     年  月  日生 

                     本人との関係 

 

丙  連帯保証人 住   所 

氏   名            ○印  

生 年 月 日     年  月  日生 

本人との関係 
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     年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長      印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名             ○印  

生年月日       年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名             ○印  

生年月日       年  月  日 

                     本人との関係 

 

丙 連帯保証人 住  所 

氏  名             ○印  

生年月日       年  月  日 

本人との関係 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第４号の２（第６条関係） 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の奨学資

金貸与契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締

結に同意いたします。 

記 
 
契約の名称 奨学資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   
貸 与 期 間     年度 
貸 与 金 額 年額        円 

 
年  月  日 

 
法定代理人 住  所 

                      氏  名           ○印  

                      生年月日     年  月  日 

                      電話番号 

 

法定代理人 住  所 

                      氏  名            ○印  

                      生年月日     年  月  日 

                      電話番号 

 

茨城県教育委員会教育長 殿 

 

（新設） 
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茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第13号（第10条関係） 

 
 

奨学資金借用証書 
 
 

 Ｋ         

学 校 長 印 原簿と対照印 

 学校 
係員 

 
金 額 

 百 十 万 千 百 十 円 
県 
係員 

 
 茨城県高等学校等奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
 ついては，茨城県高等学校等奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に 
従い，別記奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
     年  月  日 
 
                      ふりがな 

本   人  氏  名         ○印  
 
                      住  所 
  
私どもは，奨学生に上記のとおり履行させるとともに，万一奨学生が履行しないときは， 

その債務を連帯して負担することを保証します。 
 
                      ふりがな 
               連帯保証人  氏  名         ○印  
 
                      住  所 
 
                      ふりがな 
               連帯保証人  氏  名         ○印  
 
                      住  所 
 
 茨城県教育委員会教育長 殿 
 
 

 

様式第13号（第10条関係） 

 
 

奨学資金借用証書 
 
 

 Ｋ         

学 校 長 印 原簿と対照印  

 
 

 学校 
係員 

 
金 額 

 百 十 万 千 百 十 円 
県 
係員 

 
 茨城県高等学校等奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
 ついては，茨城県高等学校等奨学資金貸与条例         その他 関係規定に 
従い，別記奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
 平成  年  月  日 
 
    本 人     氏

ふり

 名
がな

        ○印  
 
            住 所 
 
 私どもは，奨学生に上記のとおり履行させるとともに，万一奨学生が履行しないときは， 
その債務を連帯して負担することを保証します。 
 
      保証人   氏

ふり

 名
がな

        ○印  
 
            住 所 
 
      保証人   氏

ふり

 名
がな

        ○印  
 
            住 所 
 
 
 
 茨城県教育委員会教育長 殿 
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特約事項 

 （一時償還） 

第１条 茨城県教育委員会教育長（以下「甲」という。）は，奨学資金の貸与を受けた者 

 （以下「乙」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，一時償還の 

 請求をするのとする。この場合において，乙は償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各 

 支払期限を含む。）の到来前であっても，直ちに債務の全部又は一部を弁済しなければ 

 ならない。 

 (1) 乙が奨学資金の貸与を受ける際，又はその貸与を受けた後等が当該奨学資金の全 

 額を返済するまでの間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは 

  故意に必要な事実の報告を怠ったとき。 

 (2) 乙が茨城県高等学校等奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に 

  基づく義務の履行を怠ったとき。 

 (3) 前各号の外，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

 （弁済の充当） 

第２条 乙及び乙の保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 

 （管轄裁判所） 

第３条 乙及び乙の保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在地 

 を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 

 

（注意事項） 

 １ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭書には￥を付             

         すこと。 

 ２ 本人，連帯保証人２名は，それぞれ署名の上 ，押印すること。 

 ３ 連帯保証人の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付するこ 

  と。 

 

特約事項 

（一時償還） 

第１条 茨城県教育委員会教育長（以下「甲」という。）は，奨学資金の貸与を受けた者 

 （以下「乙」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，一時償還の 

 請求をするのとする。この場合において，乙は償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各 

 支払期限を含む。）の到来前であっても，直ちに債務の全部又は一部を弁済しなければ 

 ならない。 

 (1) 乙が奨学資金の貸与を受ける際，又はその貸与を受けた後等が当該奨学資金の全 

  額を返済するまでの間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは 

  故意に必要な事実の報告を怠ったとき。 

 (2) 乙が茨城県高等学校等奨学資金貸与条例         その他 関係規程に 

  基づく義務の履行を怠ったとき。 

 (3) 前各号の外，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

 （弁済の充当） 

第２条 乙及び乙の保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 

 （管轄裁判所） 

第３条 乙及び乙の保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在地 

 を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 

 
（注意事項） 

 １ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭書には￥を付し抹消訂正のときは必ず本 

  人の確認印を押すこと。 

 ２ 本人，  保証人２名は，それぞれ署名のうえ，押印すること。 

 ３   保証人の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付するこ 

  と。 
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茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第14号（第10条関係） 

奨 学 資 金 返 還 計 画 書 
返還者コード 

（記入しないこと。） 
Ｋ          

フリガナ  学  校  名 生 年 月 日 

氏 名 
  年 月 日 

貸与終了年月とその理由 貸 与 月 額 貸与開始 貸与終了 貸 与 総 額 

（以下略） 

様式第14号（第10条関係） 

奨 学 資 金 返 還 計 画 書 
返 還 者 コ ー ド 

 
Ｋ         

フリガナ  学  校  名 生 年 月 日 性別 

氏 名 
  年 月 日 ※ 男 

   女 

貸与終了年月とその理由 貸 与 月 額 貸与開始 貸与終了 貸 与 総 額 
（以下略） 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（奨学生の決定） 
第４条 教育長が，前条の規定による申請書を受理したときは，その内容を

審査し，奨学資金の貸与を受ける者（以下「奨学生」という。）を決定する

ものとする。ただし，同条第１号の規定により申請した者については，奨

学生進学届（様式第３号）の提出があった後，奨学生を決定するものとす

る。 
２ 教育長は，前項による奨学生を決定したときは，奨学生決定通知書（様

式第４号）により，学校長を経由して通知するものとする。 
３ 前項の規定により通知を受けた奨学生は，奨学資金貸与契約書（様式第

５号）を速やかに教育長に提出しなければならない。 
４ 前項において，奨学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する

制限行為能力者であるときは，法定代理人の同意書（様式第５号の２）を

併せて提出するものとする。 
 
 （奨学資金の返還の方法） 
第10条 奨学資金の返還は，茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）

の定めるところにより発する納入通知書若しくは奨学資金納入通知書（様

式第16号）又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨城県収納代

理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付することをもっ

て行うものとする。 

（奨学生の決定） 
第４条 教育長が，前条の規定による申請書を受理したときは，その内容を

審査し，奨学資金の貸与を受ける者（以下「奨学生」という。）を決定する

ものとする。ただし，同条第１号の規定により申請した者については，奨

学生進学届（様式第３号）の提出があった後，奨学生を決定するものとす

る。 
２ 教育長は，前項による奨学生を決定したときは，奨学生決定通知書（様

式第４号）により，学校長を経由して通知するものとする。 
３ 前項の規定により通知を受けた奨学生は，誓約書      （様式第

５号）を    教育長に提出しなければならない。 
４ （新設） 
 
 
 
（奨学資金の返還の方法） 
第10条 奨学資金の返還は，茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）

の定めるところにより発する納入通知書若しくは奨学資金納入通知書（様

式第16号）又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関，茨城県収納代

理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付する        

   ものとする。 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第１号（第３条関係） 

奨 学 生 推 薦 調 書 

本人の 
氏 名 

 

学校名 
              学校      科      第      学年 

（正規の修業年限   年） 

成 

績 

記 

入 

欄 

 
※（中学校等・高等学校等 の成績評定表）  
 学年 
評定 ( )年 ( )年 合 計  

評 定 科目数    評定値 

５×（  ）＝（   ） ５    

４    
  ４×（  ）＝（   ） 

３×（  ）＝（   ） 

３    
２×（  ）＝（   ） 
１×（  ）＝（   ） 

２    合計Ａ（  ）Ｂ（  ） 

１     

合 計   Ａ  
 

（中略） 

 

（記入上の注意） 
 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
 ２ 成績評定は，前２年 （第２学年は前１年）の科目数を記入のこと。 
 ３ 評定平均値は，小数第２位まで記入のこと（小数第３位切り捨て）。 
 ４ 推薦の参考事項は，家庭事情のほか，クラブ活動・生徒会活動・学業成績等，本人 
  の参考になる事項を具体的に記入すること。 
 ５ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 

様式第１号（第３条関係） 

奨 学 生 推 薦 調 書 

本人の 
氏 名 

 

学校名 
          立      学校      科      第      学年 

（正規の修業期限   年） 

成 

績 

記 

入 

欄 

※ 
（中学校等・高等学校等 の成績評定表）  
 学年 
設定 ( )年 ( )年 合 計  

評 定 科目数    評定値 

５×（  ）＝（   ） ５    

４    
  ４×（  ）＝（   ） 

３×（  ）＝（   ） 

３    
２×（  ）＝（   ） 
１×（  ）＝（   ） 

２    合計Ａ（  ）Ｂ（  ） 

１     

合 計   Ａ  
 

（中略） 

 

（記載上の注意） 
 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
 ２ 成績評定は，前２年の（第２学年は前１年）の科目数を記入のこと。 
 ３ 評定平均値は，小数第２位まで記入のこと（小数第３位切り捨て）。 
 ４ 推薦の参考事項は，家庭事情のほか，クラブ活動・生徒会活動・学業成績等，本人 
  の参考になる事項を具体的に記入すること。 
 ５ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 

 

評定平均値 
Ｂ 
―＝ 
Ａ 

評定平均値 
Ｂ 
―＝ 
Ａ 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第２号の１（第３条関係） 

予約採用 
 

奨 学 資 金 貸 与 申 請 書 

本 
 
 
 
 
 

人 

学 校 名       学校 第 学年 進路希望先 学校 

氏  名 

ふりがな 生 年 月 日 年   齢 

 

              
年 月 日 満   歳 

現 住 所 

（〒  ―   ）       電話番号  （  ） 

（中略） 
 
（記入上の注意） 
  
１ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母又は これに代わって 

  家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 
 ２ 家族の状況のうち，別居者については，続柄の前に×印を付けること。 
 ３ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 
 ４ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる 
  者であること。 
   なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 
  もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 
 ５ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 

様式第２号の１（第３条関係） 

予約採用 
 

奨 学 資 金 貸 与 申 請 書 

本 
 
 
 
 
 

人 

学 校 名   立   学校 第 学年 進路希望先 学校 

氏  名 

ふりがな 性   別 年   齢 

 

（  年  月  日生） 
※ 

男 ・ 女 
満   歳 

現 住 所 

（〒  ―   ）       電話番号  （  ） 

（中略） 
 
（記載上の注意） 
 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
２ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母またはこれに代わって 

  家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 
 ３ 家族の状況の続柄の前に，別居者に       ×印を付けること。 
 ４ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 
 ５ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる 
  者であること。 
   なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 
  もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 
 ６ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第２号の２（第３条関係） 

                                在学採用・緊急採用 
 

奨 学 資 金 貸 与 申 請 書 

本 
 
 
 
 
 
 
 

人 

学 校 名            学校 学科 
  全日制 

定時制   科 
通信制 

学年 第  学年 

氏  名 

生年月日 

ふりがな 生 年 月 日 年   齢 

 

              
年 月 日 満   歳 

現 住 所 

（〒  ―   ）       電話番号   （  ） 

（中略） 
 
（記入上の注意） 
  
１ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母又は これに代わって 

  家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 
 ２ 家族の状況の続柄の前に，別居者に       ×印を付けること。 
 ３ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 
 ４ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる 
  者であること。 
   なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 
  もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 
 ５ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 

様式第２号の２（第３条関係） 

                                在学採用・緊急採用 
 

奨 学 資 金 貸 与 申 請 書 

本 
 
 
 
 
 
 
 

人 

学 校 名            学校 学科 
※ 全日制 

定時制   科 
通信制 

学年 第  学年 

氏  名 

生年月日 

ふりがな 性   別 年   齢 

 

（   年  月  日生） 
※ 

男 ・ 女 
満   歳 

現 住 所 

（〒  ―   ）       電話番号   （  ） 

（中略） 
 
（記載上の注意） 
 １ ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
２ 家計内容は，家族全員の収入をありのまま記入し，父及び母またはこれに代わって 

  家計を支えている者について，前年の収入を証明する書類を添付すること。 
 ３ 家族の状況の続柄の前に，別居者に       ×印を付けること。 
 ４ 家庭事情欄は，具体的かつ詳細に記入のこと。 
 ５ 連帯保証人は，親権者又はこれに代わる者で，将来奨学資金返還の責任を負いうる 
  者であること。 
   なお，申請の際は連帯保証人１人でよいが，奨学生として採用されたときは，更に 
  もう１人の連帯保証人を要するから，あらかじめ考慮しておくこと。 
 ６ 所定欄に記入のないものは，判定材料を欠くものとして不採用とすることがある。 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第３号（第４条関係） 

 
奨  学  生  進  学  届 

 
茨城県教育委員会教育長 殿 

 
年  月  日 

 
出身学校名      学校 

本   人 住   所 
              氏   名 
 

住   所 
連帯保証人 

              氏   名 
 
 私は茨城県育英奨学生の内定を受けておりましたが，この度，下記のとおり進学しまし 
たのでお届けします。 
 

記 
 

進 学 先 
 

学 校 
（    年  月卒業予定） 

全日制 
定時制      科 
通信制 

 
上記の者について入学を許可しました。 
 
      年  月  日 
 
                   学 校 長 氏 名          印 

 

様式第３号（第４条関係） 

 
奨  学  生  進  学  届 

 
茨城県教育委員会教育長 殿 

 
年  月  日 

 
出身学校名      学校 

本   人 住   所 
              氏   名 
 

住   所 
連帯保証人 

              氏   名 
 
 私は茨城県育英奨学生の内定を受けておりましたが，この度，下記のとおり進学しまし 
たのでお届けします。 
 

記 
 

進 学 先 
 

学 校 
（平成  年  月卒業予定） 

全日制 
定時制      科 
通信制 

 
上記の者について入学を許可しました。 
 
      年  月  日 
 
                   学 校 長 氏 名          印 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第５号（第４条関係） 

奨 学 資 金 貸 与 契 約 書 

 

 茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者        

（以下「乙」という。）とは，茨城県育英奨学資金（以下「奨学資金」という。）の貸与

について，次の条項により貸与契約を締結する。 

 

第１条 甲は，乙に対し    年度から    年度まで，奨学資金を貸与する。 

第２条 奨学資金の額は，年額金       円とする。 

第３条 奨学資金は，年４回に分けて，  月，  月，  月及び  月に交付するも

のとする。ただし，初年度の貸与ほか特別の事情がある場合は，この限りでない。 

第４条 乙は，奨学資金の貸与終了月の６月後から10年以内に，半年賦又は年賦により，

甲に奨学資金を返還しなければならない。 

第５条 乙は，奨学資金の貸与終了後，直ちに茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則（平

成16年茨城県教育委員会規則第９号。以下「規則」という。）に定める茨城県育英奨学

資金借用証書及び茨城県育英奨学資金返還計画書（以下「返還計画書」という。）を甲

に提出しなければならない。 

第６条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還計画書を適正と認めたときは，当該

返還計画書に基づき，各年６月又は12月に茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15

号）に定める納入通知書又は規則に定める奨学資金納入通知書（以下「納入通知書等」

という。）を乙に発するものとする。ただし，乙が口座振替の方法により奨学資金を返

還するときは，甲は別に定める納入通知書により，口座振替日及び振替額を通知する

ものとする。 

 

様式第５号（第４条関係） 

 
誓     約     書 

 
  この度，茨城県育英奨学生として奨学資金の貸与を受けることになりました。 

ついては，茨城県育英奨学資金貸与条例その他の関係規程に従い，奨学生としての

責務を果たすことはもとより，貸与終了後は誠実に返還の義務を履行することを誓約

いたします。 
 
      年  月  日 

 
                         ふりがな 

本   人 氏  名       ○印  
                         現 住 所 
 
                         ふりがな 

                   連帯保証人 氏  名       ○印  
                         現 住 所 

                         続  柄 本人の（  ） 
 
                         ふりがな 
                   連帯保証人 氏  名        ○印  
                         現 住 所 

                         続  柄 本人の（  ） 

茨城県教育委員会教育長 殿 
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第７条 奨学資金の返還は，納入通知書等又は口座振替の方法により茨城県指定金融機

関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付して行うも

のとする。 

第８条 乙は，納入通知書等に定める納期限又は第６条の口座振替日（以下「返還すべき

日」という。）までに返還しなかったときは，返還すべき額に，当該返還すべき日の翌

日から６月を超えるごとに，６月について 100 分の５の割合を乗じて得た額の延滞利

息を支払うものとする。 

第９条 乙は，茨城県育英奨学資金貸与条例（平成16年茨城県条例第46号。以下「条例」

という。）及び規則その他の関係規程を遵守し，奨学生としての責務を果たすととも

に，貸与終了後は誠実に返還の義務を履行するものとする。 

第10条         及び        （以下「丙」という。）は，この契約か

ら生ずる債務について連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとす

る。 

第11条 甲は必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示を

することができる。 

第12条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に

必要な手続をとるものとする。 

第13条 乙及び丙は，奨学資金の返還を怠ったときに限り，当該奨学資金の回収に必要

な範囲内において，乙及び丙の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する情報を甲

が利用することに同意する。 

第14条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定め

るところによるものとする。 

 

この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印の上，甲，乙各１通を保有

する。 
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年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長            印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名           ○印  

生年月日     年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名           ○印  

生年月日     年  月  日 

                     本人との関係 

 

丙 連帯保証人 住  所 

氏  名           ○印  

生年月日     年  月  日 

本人との関係 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第５号の２（第４条関係） 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の奨学資

金貸与契約について，      が    であるため，法定代理人として契約の締

結に同意いたします。 

記 
 
契約の名称 奨学資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   
貸 与 期 間     年度から    年度まで 
貸 与 金 額 年額        円 

 
年  月  日 

 
法定代理人 住  所 

                      氏  名            ○印  

                      生年月日     年  月  日 

                      電話番号 

 

法定代理人 住  所 

                      氏  名            ○印  

                      生年月日     年  月  日 

                      電話番号 

 

茨城県教育委員会教育長 殿 

 

（新設） 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第14号（第９条関係） 

 
           茨 城 県 育 英 奨 学 資 金 借 用 証 書 
 

金   額 
 百 十 万 千 百 十 円 

 
  茨城県育英奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
  ついては，茨城県育英奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に従い，

別記茨城県育英奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
 
        年  月  日 
 
                          ふりがな 
                    本   人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
                                     
 

私どもは，奨学生に上記のとおり履行させるとともに，万一本人が履行しないときは， 
 その債務を連帯して負担することを保証します。 
 
                          ふりがな 
                    連帯保証人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 

           
 
                          ふりがな 
                    連帯保証人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
                                               
 
  茨城県教育委員会教育長 殿 
 

様式第14号（第９条関係） 

 
           茨 城 県 育 英 奨 学 資 金 借 用 証 書 
 

金   額 
 百 十 万 千 百 十 円 

 
  茨城県育英奨学生として上記の金額を借用いたしました。 
  ついては，茨城県育英奨学資金貸与条例         その他 関係規程に従い，

別記茨城県  奨学資金返還計画書のとおり滞りなく返還いたします。 
 
        年  月  日 
 
                          ふりがな 
                    本   人 氏  名        ○印  
                          住  所 
                          電話番号  （  ） 
 

私どもは，奨学生に上記のとおり履行させるとともに，万一本人が履行しないときは， 
 その債務を連帯して負担することを保証します。 
 
                          ふりがな 
                    連帯保証人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
                          電話番号  （  ） 
 
                          ふりがな 
                    連帯保証人 氏  名        ○印  
 
                          住  所 
                          電話番号  （  ）           
 
  茨城県教育委員会教育長 殿 
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特約事項 
 （一時償還） 
第１条 奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」という。）は，茨城県教育委員会教育長（以 
下「甲」という。）が，次の各号のいずれかに該当すると認め，一時償還の請求をした場合 
には，償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であっても，直 
ちに債務の全務又は一部を弁済する。 

 (1) 乙が奨学資金の貸与を受けるに際し，又はその貸与を受けた後当該奨学資金の全額を返 

済するまでの間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意に必要な 

事実の報告を怠つたとき。 

 (2) 乙が茨城県育英奨学資金貸与条例及び同条例施行規則その他の関係規程に基づく義務  

の履行をったとき。 
 (3) 前各号のほか，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 
 （弁済の充当） 
第２条 乙並びに乙の連帯保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 
 （裁判管轄） 
第３条 乙及び乙の連帯保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在地を 
管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 
 
 （注意事項） 
１ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭首には￥を付                
    すこと。 
２ 本人，連帯保証人は，それぞれ自署の上 ，押印すること。 
３ 連帯保証の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付すること。 

特約事項 
 （一時償還） 
第１条 奨学資金の貸与を受けた者（以下「乙」という。）は，茨城県教育委員会教育長（以 
下「甲」という。）が，次の各号のいずれかに該当すると認め，一時償還の請求をした場合 
には，償還期限（半年賦又は年賦払の場合の各支払期限を含む。）の到来前であっても，直 
ちに債務の全務又は一部を弁済する。 

 (1) 乙が奨学資金の貸与を受けるに際し，又はその貸与を受けた後当該奨学資金の全額を返 

済するまでの間において，甲に対して虚偽の申し出又は報告をし，若しくは故意に必要な 

事実の報告を怠つたとき。 

 (2) 乙が茨城県育英奨学資金貸与条例         その他 関係規程に基づく義務 
  の履行をったとき。 
 (3) 前各号のほか，甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 
 （弁済の充当） 
第２条 乙並びに乙の連帯保証人は，弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 
 （裁判管轄） 
第３条 乙及び乙の連帯保証人は，当該奨学資金に関する訴訟につき，甲の事務所の所在地を 
管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 
 
 （記載上の注意） 
１ 借用金額は貸与総額と一致し，金額の頭首には￥を付し抹消訂正のときは必ず本人の確認 
 印を押すこと。 
２ 本人，連帯保証人は，それぞれ自署のうえ，押印すること。 
３ 連帯保証の印は，印鑑登録してあるものを用い，印鑑登録証明書を添付すること。 
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茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第15号（第９条関係） 

茨城県育英奨学資金返還計画書 
返還者コード 

（記入しないこと。）  Ｉ          

フリガナ 
氏  名 

 
学校名 

 
生年月日  年 月 日 

貸与月額 貸与始期 貸与終期 貸 与 総 額 貸 与 終 了 理 由 

（中略） 

 

（記入上の注意） 

                    ※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 
 

様式第15号（第９条関係） 

茨城県育英奨学資金返還計画書 

◆返還者コード           

フリガナ 
氏  名 

 
学校名 

 
生年月日 年 月 日性別 男・女 

貸与月額 貸与始期 貸与終期 貸 与 総 額 貸 与 終 了 理 由 

（中略） 

 

（記載上の注意） 

 ◆印のところは，記入しないこと。また，※印のところは，該当するものを○で囲むこと。 

 

 

42 



茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（契約書の提出） 
第４条 前条第２項の規定による修学奨励資金貸与決定通知を受けた者（以

下「修学生」という。）は，修学奨励資金貸与契約書（様式第５号）を速や

かに教育長に提出しなければならない。 
２ 前項において，修学生が民法（明治29年法律第89号）第13条に規定する

制限行為能力者であるときは，法定代理人の同意書（様式第５号の２）を

併せて提出するものとする。 
 
 （返還の方法） 
第６条の２ 修学奨励資金の返還は，茨城県財務規則（平成５年茨城県規則

第15号）の定めるところにより発する納入通知書又は口座振替の方法によ

り茨城県指定金融機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委

託を受けた者に納付することをもって行うものとする。 

（契約書の提出） 
第４条 前条第２項の規定による修学奨励資金貸与決定通知を受けた者（以

下「修学生」という。）は，修学奨励資金貸与契約書（様式第５号）を速や

かに教育長に提出しなければならない。 
２ （新設） 
 
 
 
（返還の方法） 
第６条の２ 修学奨励資金の返還は，茨城県財務規則（平成５年茨城県規則

第15号）の定めるところにより発する納入通知書又は口座振替の方法によ

り茨城県指定金融機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委

託を受けた者に納付する        ものとする。 

 
  

43 



茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則新旧対照表 
改 正 案 現   行 

様式第１号（第２条） 
 
年  月  日 

 茨城県教育委員会教育長 殿 
                        学校名         高等学校 
 
                        氏 名              
 

修学奨励資金貸与申請書 
  
茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金の貸与を受けたいので健康診断書 

を添えて，下記のとおり申請します。 
 
                 記 
ふりがな  生 年 月 日 課程・学科・学年 

氏 名 
 
 
            

年 月 日 

（満  歳） 

        制 
        科 
        年 

本 人 

現住所 
 
              （電話） 

勤務先               （電話） 
勤務先 
所在地  

（以下略） 

様式第１号（第２条） 
 
年  月  日 

 茨城県教育委員会教育長 殿 
                        学校名         高等学校 
 
                        氏 名              
 

修学奨励資金貸与申請書 
  
茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金の貸与を受けたいので健康診断書 

を添えて，下記のとおり申請します。 
 
                 記 
ふりがな  性 別 年 齢 学科      科 

氏 名 
 
 
（   年 月 日生） 

男・女 満   歳 

学年      年 

本 人 

現住所 
 
              （電話） 

勤務先               （電話） 
勤務先 
所在地  

（以下略） 
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茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第５号（第４条） 

修 学 奨 励 資 金 貸 与 契 約 書 
 
  茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者        

（以下「乙」という。）とは，    年度茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程

修学奨励資金（以下「修学奨励資金」という。）の貸与について，次の条項により貸与

契約を締結する。 
 
第１条 甲は，乙に対し修学奨励資金として年額金    円を貸与するものとする。 

第２条 修学奨励資金は，年３回に分けて  月，  月及び  月に交付するものと

する。 

 だたし，特別の事情がある場合は，この限りでない。 

第３条 乙は，修学奨励資金の貸与終了月又は貸与時の高等学校定時制課程若しくは通

信制課程への在学終了月の６月後から，貸与を受けた月数を通算した期間に相当する

期間内に，月賦又は半年賦により，甲に修学奨励資金を返還しなければならない。た

だし，乙が茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例（昭和5 2

年茨城県条例第2 4号。以下「条例」という。）第６条に規定する事由に該当すると認

められるときは，甲は，乙の返還債務の全部又は一部を免除するものとする。 

第４条 乙は，修学奨励資金の貸与終了後又は貸与時の高等学校定時制課程若しくは通

信制課程への在学終了後，直ちに茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励

資金貸与条例施行規則（昭和5 0年茨城県教育委員会規則第３号。以下「規則」とい

う。）に定める修学奨励資金借用証書及び修学奨励資金返還明細書（以下「返還明細

書」という。）を甲に提出しなければならない。ただし，乙が条例第６条に規定する

事由に該当するときは，この限りでない。 

様式第５号（第４条） 

修学奨励資金貸与契約書 

 

  茨城県教育委員会教育長      （以下「甲」という。）と債務者         

（以下「乙」という。）は，      年度茨城県高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励資金（以下「修学奨励資金」という。）の貸与について，次の条項によ

り貸与契約を締結する。 

第１条 甲は，乙に対し修学奨励資金として年額金   円を貸与するものとする。 

第２条 修学奨励資金は，年３回に分けて  月，  月及び  月に交付するものと

する。 

第３条 乙は，茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例及び 

同条例施行規則を順守するものとする。 

第４条       及び      （以下「丙」という。）は，この契約から生

ずる債務について保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第５条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行 

に必要な手続をとるものとする。 

第６条 甲は，必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な 

指示をすることができる。 

第７条 この契約に定めのない事項については，甲の定めるところによるものとす 

る。 

  上記契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印のうえ甲，乙各１通を 

保有する。 

      年  月  日 
 

 

45 



 
第５条 甲は，前条の規定により乙が提出した返還明細書を適正と認めたときは，当該

返還明細書に基づき，各月又は各年６月若しくは12月に茨城県財務規則（平成５年茨

城県規則第15号）に定める納入通知書を乙に発するものとする。ただし，乙が口座振

替の方法により修学奨励資金を返還するときは，甲は別に定める納入通知書により，

口座振替日及び振替額を通知するものとする。 

第６条 修学奨励資金の返還は，前条の納入通知書又は口座振替の方法により茨城県指

定金融機関，茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付し

て行うものとする。 

第７条 乙は，第５条の納入通知書に定める納期限又は同条の口座振替日（以下「返還

すべき日」という。）までに返還しなかったときは，当該返還すべき日の翌日から返

還の日までの期間の日数に応じ，返還すべき額につき年 10.95 パーセントの割合で計

算した延滞金を支払うものとする。 

第８条 乙は，条例及び規則その他の関係規程を順守し，修学生としての責務を果たす

とともに，貸与終了後において返還債務があるときは，誠実に返還の義務を履行する

ものとする。 

第９条       及び      （以下「丙」という。）は，この契約から生ず

る債務について連帯保証人となり，乙と連帯して債務履行の責を負うものとする。 

第10条 甲は，必要があるときは，乙に対し報告を求め，実地に調査し，又は必要な指

示をすることができる。 

第11条 乙及び丙は，甲が請求したときは，いつでもこの契約から生ずる債務の履行に

必要な手続をとるものとする。 

第12条 乙及び丙は，修学奨励資金の返還を怠ったときに限り，当該修学奨励資金の回

収に必要な範囲内において，乙及び丙の地方税の賦課徴収に関して茨城県が保有する

情報を甲が利用することに同意する。 
 

甲債権者 水戸市笠原町 978 番６ 

                  茨城県教育委員会教育長       印 

             乙債務者 住  所 

                   氏  名              ○印  

             丙保証人 住  所 

                   氏  名              ○印  

                   生年月日      年  月  日 生 

                   本人との関係 

             丙保証人 住  所 

                   氏  名              ○印  

                  生年月日      年  月  日 生 

                   本人との関係 
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第13条 この契約に定めのない事項については，条例及び規則その他の関係規程の定め

るところによるものとする。 

 

この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙丙記名押印の上，甲，乙各１通を保 

有する。 

     年  月  日 

甲 債 権 者 水戸市笠原町 978 番６ 

茨城県教育委員会教育長      印 

 

乙 債 務 者 住  所 

氏  名             ○印  

生年月日       年  月  日 

 

丙 連帯保証人 住  所 

                     氏  名             ○印  

生年月日       年  月  日 

                     本人との関係 

 

丙 連帯保証人 住  所 

氏  名             ○印  

生年月日       年  月  日 

本人との関係 
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茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

様式第５号の２（第４条） 

法定代理人同意書 

 

 私は，茨城県教育委員会教育長       と      との間の下記の修学奨

励資金貸与契約について，      が    であるため，法定代理人として契約

の締結に同意いたします。 

記 
 
契約の名称 修学奨励資金貸与契約 
債 権 者 茨城県教育委員会教育長       
債 務 者                   
貸 与 期 間     年度 
貸 与 金 額 年額        円 

 
年  月  日 

 
法定代理人 住  所 

                      氏  名           ○印  

                      生年月日     年  月  日 

                      電話番号 

 

法定代理人 住  所 

                      氏  名            ○印  

                      生年月日     年  月  日 

                      電話番号 

 

茨城県教育委員会教育長 殿 

 

（新設） 
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